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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データを処理する方法であって、
　受信機機器が、増大された送信機ビットレートを決定するために現在使用され得る時間
の量を示す許容可能超過遅延を決定することと、前記許容可能超過遅延の値は、受信され
たデータが前記受信機機器によって受信される時間と、前記受信されたデータが再生され
るようにスケジューリングされる時間との差として決定される、
　データが前記受信機機器によって受信されていた受信レートを決定することと、
　前記受信機機器と送信機機器との間のデータの送信のラウンドトリップ時間を決定する
ことと、
　前記受信機機器が、決定された前記許容可能超過遅延、前記受信レート及び前記ラウン
ドトリップ時間を使用して、現在の送信機ビットレートを増加する量を決定することと、
　現在の送信機ビットレートを増加する前記量の指示を前記送信機機器に送信することと
　を備える、方法。
【請求項２】
　現在の送信機ビットレートを増加する前記量を決定することが、前記許容可能超過遅延
が０より大きくなるように、データが受信される前記時間が、前記受信されたデータが再
生されるようにスケジューリングされる前記時間より早いときだけ、前記送信機ビットレ
ートの増加を決定することを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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　現在の送信機ビットレートを増加する前記量を決定することが、前記ラウンドトリップ
時間に対する、前記受信レートと乗じられた前記許容可能超過遅延の比を決定することを
備える、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　現在の送信機ビットレートを増加する前記量を決定することが、前記受信機機器が前記
データを処理することに関する遅延時間をさらに使用し、前記ラウンドトリップ時間と前
記受信機機器が前記データを処理することに関する前記遅延時間との合計に対する、前記
受信レートと乗じられた前記許容可能超過遅延の比を使用することを備える、をさらに備
える、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　現在の送信機ビットレートを増加する前記量の前記指示を送信することが、前記送信機
機器によってその現在の送信機ビットレートに追加されるべきステップの増加を送信する
ことを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　現在の送信機ビットレートを増加する前記量の前記指示を送信することが、要求された
送信レートを前記送信機機器に送信することを備え、前記要求された送信レートが、前記
現在の送信機ビットレートを増加する前記量と、前記送信機ビットレートの増加を決定す
る前の、前記受信機機器によってデータが受信されていた受信レートとの組合せを備える
、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記要求された送信レートを送信することが、現在の送信機ビットレートを増加する前
記量が所定の閾値を超えるときだけ、前記要求された送信レートを送信することを備える
、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記所定の閾値が、現在の送信機ビットレートを増加する前記量を決定する前の、前記
受信機機器によってデータが受信されていた前記受信レートの約５パーセントより大きい
、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記所定の閾値が、現在の送信機ビットレートを増加する前記量を決定する前の、前記
受信機機器によってデータが受信されていた前記受信レートの約１５パーセントより大き
い、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　前記要求された送信レートを送信することが、前記要求された送信レートの指示を含む
一時最大メディアストリームビットレート要求（ＴＭＭＢＲ）メッセージを生成すること
を備える、請求項６に記載の方法。
【請求項１１】
　データを処理するための受信機機器であって、
　増大された送信機機器ビットレートを決定するために現在使用され得る時間の量を示す
許容可能超過遅延を決定するための手段と、前記手段は、受信されたデータが前記受信機
機器によって受信される時間と、前記受信されたデータが再生されるようにスケジューリ
ングされる時間との差として前記許容可能超過遅延を決定するように構成される、
　データが前記受信機機器によって受信されていた受信レートを決定するための手段と、
　前記受信機機器と前記送信機機器との間のデータの送信のラウンドトリップ時間を決定
するための手段と、
　現在の送信機ビットレートを増加する量を決定するための手段と、前記手段は、決定さ
れた前記許容可能超過遅延、前記受信レート及び前記ラウンドトリップ時間を使用するよ
うに構成される、
　現在の送信機ビットレートを増加する前記量の指示を前記送信機機器に送信するための
手段と
　を備える、受信機機器。
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【請求項１２】
　実行されると、１つ以上のプロセッサに、請求項１－１０のうちのいずれか一項に記載
の方法を実行させる命令を記憶した、コンピュータ可読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　[0001]本出願は、その内容全体が参照により本明細書に組み込まれる、２０１４年７月
２９日に出願された米国仮出願第６２／０３０，５１３号の利益を主張する。
【０００２】
　[0002]本開示は、ビデオデータの処理に関する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]ビデオ電話（ＶＴ：video telephony）は、オーディオデータとビデオデータと
を搬送するパケットのリアルタイム通信を伴う。ＶＴ機器は、ビデオカメラ又はビデオア
ーカイブなどの撮像装置からビデオを取得してビデオパケットを生成する、ビデオエンコ
ーダを含む。同様に、ＶＴ機器の中のオーディオエンコーダは、マイクロフォン又は音声
合成器などのオーディオキャプチャ機器からオーディオを取得し、オーディオパケットを
生成する。ビデオパケット及びオーディオパケットは、無線リンクプロトコル（ＲＬＰ）
キューの中に配置される。媒体アクセス制御（ＭＡＣ）レイヤユニットは、ＲＬＰキュー
の内容から媒体アクセス制御（ＭＡＣ）レイヤパケットを生成する。ＭＡＣレイヤパケッ
トは、別のＶＴ機器への通信チャネルにわたる送信のために、物理（ＰＨＹ）レイヤパケ
ットに変換される。
【０００４】
　[0004]モバイルＶＴの用途では、ＶＴ機器は、基地局からワイヤレス端末としてのＶＴ
機器へのワイヤレス順方向リンク（ＦＬ）（又は「ダウンリンク」）を介して、物理レイ
ヤパケットを受信する。ＶＴ機器は、基地局へのワイヤレス逆方向リンク（ＲＬ）（又は
「アップリンク」）を介してＰＨＹレイヤパケットを送信する。各ＶＴ機器は、受信され
たＰＨＹレイヤパケットとＭＡＣレイヤパケットとを変換してパケットペイロードをオー
ディオパケット及びビデオパケットへと再び組み立てるために、ＰＨＹレイヤとＭＡＣレ
イヤとを含む。ＶＴ機器内のビデオデコーダは、表示装置を介したユーザへの提示のため
に、ビデオデータを復号する。ＶＴ機器内のオーディオデコーダは、オーディオスピーカ
ーを介した出力のために、オーディオデータを復号する。
【発明の概要】
【０００５】
　[0005]本開示の技法は、ネットワーク条件に基づいてデータを符号化するためのビット
レートを決定することに関する。例えば、本開示の態様は、ネットワークリンクレートの
低下に応答して、送信ビットレート（又は単にレートとも呼ばれる）を第１のレートから
第２のレートに下げることに関する。本開示の態様によれば、ネットワークリンクレート
の低下を特定すると、送信機機器は、送信レートを第２のネットワークリンクレート未満
の低減されたレートへと下げることができ、例えば、第２のネットワークリンクレートを
アンダーシュートすることができる。送信機機器は、低減されたレートに基づく、及び、
その間は送信機機器又はネットワークと関連付けられる別の機器においてデータがバッフ
ァリングされる、ネットワークリンクレートの低下を特定することとネットワークリンク
レートの低下に反応することとの間の時間長に基づく、時間期間の間、送信レートを低減
されたレートに維持することができる。このようにして、送信機機器は、ユーザ体験に過
度に影響を与えることなく、ネットワークリンクレートの低下の間にバッファリングされ
てきたデータの量を、比較的速く減らすことができる。
【０００６】
　[0006]本開示の態様はまた、ネットワークリンクレートが完全には利用されていない事
例において、送信レートを上げることに関する。例えば、本開示の態様によれば、受信機
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機器は、データが再生されるように予定される時間より前に受信機機器においてデータが
受信されることに基づいて、ネットワークリンクレートが十分に利用されていないと決定
することができる。受信機機器は、データが受信される時間とデータが再生されるように
予定される時間との間の時間の差に基づいて、許容可能超過遅延パラメータを決定するこ
とができる。受信機機器は、許容可能超過遅延パラメータに従って、送信レートの増加を
決定することができる。受信機機器は、幾つかの事例では、送信機機器に送信レートの増
加の指示を送信することができるので、送信機機器は、ネットワークリンクレートを超え
ることなくネットワークリンクレートをより良好に利用することができる。
【０００７】
　[0007]ある例では、データを処理する方法は、第１のビットレートでネットワークを通
じてデータを送信することと、第１のネットワークリンクレートから第２のネットワーク
リンクレートへのネットワークのネットワークリンクレートの低下を特定することと、ネ
ットワークリンクレートの低下を特定したことに応答して、ネットワークを通じてデータ
を送信する際に用いるべき回復ビットレートを決定することと、ここにおいて、回復ビッ
トレートは第２のネットワークリンクレートより低い、ネットワークリンクレートの低下
の特定の時間とネットワークリンクレートの低下の推定される実際の時間との間の差に基
づいて、バッファリング時間長を決定することと、回復ビットレート及びバッファリング
時間長に基づいて、回復ビットレートでデータを送信すべき回復レート時間長を決定する
こととを含む。
【０００８】
　[0008]別の例では、データを処理するための機器は、データを記憶するように構成され
るメモリと、１つ又は複数のプロセッサとを含み、１つ又は複数のプロセッサは、第１の
ビットレートでネットワークを通じてデータを送信し、第１のネットワークリンクレート
から第２のネットワークリンクレートへのネットワークのネットワークリンクレートの低
下を特定し、ネットワークリンクレートの低下を特定したことに応答して、ネットワーク
を通じてデータを送信する際に用いるべき回復ビットレートを決定し、ここにおいて、回
復ビットレートは第２のネットワークリンクレートより低い、ネットワークリンクレート
の低下の特定の時間とネットワークリンクレートの低下の推定される実際の時間との間の
差に基づいて、バッファリング時間長を決定し、回復ビットレート及びバッファリング時
間長に基づいて、回復ビットレートでデータを送信すべき回復レート時間長を決定するよ
うに構成される。
【０００９】
　[0009]別の例では、データを処理するための装置は、第１のビットレートでネットワー
クを通じてデータを送信するための手段と、第１のネットワークリンクレートから第２の
ネットワークリンクレートへのネットワークのネットワークリンクレートの低下を特定す
るための手段と、ネットワークリンクレートの低下を特定したことに応答して、ネットワ
ークを通じてデータを送信する際に用いるべき回復ビットレートを決定するための手段と
、ここにおいて、回復ビットレートは第２のネットワークリンクレートより低い、ネット
ワークリンクレートの低下の特定の時間とネットワークリンクレートの低下の推定される
実際の時間との間の差に基づいて、バッファリング時間長を決定するための手段と、回復
ビットレート及びバッファリング時間長に基づいて、回復ビットレートでデータを送信す
べき回復レート時間長を決定するための手段とを含む。
【００１０】
　[0010]別の例では、非一時的コンピュータ可読媒体は、実行されると、１つ又は複数の
プロセッサに、第１のビットレートでネットワークを通じてデータを送信させ、第１のネ
ットワークリンクレートから第２のネットワークリンクレートへのネットワークのネット
ワークリンクレートの低下を特定させ、ネットワークリンクレートの低下を特定したこと
に応答して、ネットワークを通じてデータを送信する際に用いるべき回復ビットレートを
決定させ、ここにおいて、回復ビットレートは第２のネットワークリンクレートより低い
、ネットワークリンクレートの低下の特定の時間とネットワークリンクレートの低下の推
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定される実際の時間との間の差に基づいて、バッファリング時間長を決定させ、回復ビッ
トレート及びバッファリング時間長に基づいて、回復ビットレートでデータを送信すべき
回復レート時間長を決定させる、命令を記憶している。
【００１１】
　[0011]別の例では、データを処理する方法は、受信機機器によって、受信されたデータ
が受信機機器によって受信される時間と受信されたデータが再生されるように予定される
時間との間の差に基づいて、許容可能超過遅延パラメータを決定することと、ここにおい
て、許容可能超過遅延パラメータは送信機機器と受信機機器との間のチャネルによって対
応可能な遅延の量を示す、受信機機器によって、決定された許容可能超過遅延パラメータ
に基づいて、送信機機器から受信機機器にデータが送信される際に用いるべきビットレー
トを上げるための送信機ビットレートの増加を決定することと、送信機ビットレートの増
加の指示を送信機機器に送信することとを含む。
【００１２】
　[0012]別の例では、データを処理するための受信機機器は、データを記憶するように構
成されるメモリと、１つ又は複数のプロセッサとを含み、１つ又は複数のプロセッサは、
データが受信機機器によって受信される時間とデータが再生されるように予定される時間
との間の差に基づいて、許容可能超過遅延パラメータ（allowable excess delay paramet
er）を決定し、ここにおいて、許容可能超過遅延パラメータは送信機機器と受信機機器と
の間のチャネルによって対応可能な遅延の量を示す、決定された許容可能超過遅延パラメ
ータに基づいて、送信機機器から受信機機器にデータが送信される際に用いるべきビット
レートを上げるための送信機ビットレートの増加を決定し、送信機ビットレートの増加の
指示を送信機機器に送信するように構成される。
【００１３】
　[0013]別の例では、データを処理するための装置は、受信されたデータが受信機機器に
よって受信される時間と受信されたデータが再生されるように予定される時間との間の差
に基づいて、許容可能超過遅延パラメータを決定するための手段と、ここにおいて、許容
可能超過遅延パラメータは送信機機器と受信機機器との間のチャネルによって対応可能な
遅延の量を示す、決定された許容可能超過遅延パラメータに基づいて、送信機機器から受
信機機器にデータが送信される際に用いるべきビットレートを上げるための送信機ビット
レートの増加を決定するための手段と、送信機ビットレートの増加の指示を送信機機器に
送信するための手段とを含む。
【００１４】
　[0014]別の例では、非一時的コンピュータ可読媒体は、実行されると、１つ又は複数の
プロセッサに、受信されたデータが受信機機器によって受信される時間と受信されたデー
タが再生されるように予定される時間との間の差に基づいて、許容可能超過遅延パラメー
タを決定させ、ここにおいて、許容可能超過遅延パラメータは送信機機器と受信機機器と
の間のチャネルによって対応可能な遅延の量を示す、決定された許容可能超過遅延パラメ
ータに基づいて、送信機機器から受信機機器にデータが送信される際に用いるべきビット
レートを上げるための送信機ビットレートの増加を決定させ、送信機ビットレートの増加
の指示を送信機機器に送信させる、命令を記憶している。
【００１５】
　[0015]本開示の１つ又は複数の例の詳細が添付の図面及び以下の説明に記載される。他
の特徴、目的及び利点は、説明、図面及び特許請求の範囲から明らかになろう。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】[0016]ビデオ電話（ＶＴ）用途のためのオーディオ／ビデオ符号化及び復号シス
テムを示すブロック図。
【図２】[0017]本開示の技法によるビデオ発信源レート適合を実施し得るビデオ符号化シ
ステムを示すブロック図。
【図３】[0018]本開示の技法によるビデオ発信源レート適合を実施し得るビデオ復号シス
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テムを示すブロック図。
【図４Ａ】[0019]本開示の技法によるビデオ発信源レート適合技法を示すグラフ。
【図４Ｂ】本開示の技法によるビデオ発信源レート適合技法を示すグラフ。
【図５】[0020]本開示の技法によるバッファリング時間長の決定を示す概念図。
【図６Ａ】[0021]ネットワークリンクレートの低下を示すグラフ。
【図６Ｂ】対応する遅延時間を示すグラフ。
【図７Ａ】[0022]ネットワークリンクレートの低下を示すグラフ。
【図７Ｂ】対応する遅延時間を示すグラフ。
【図８】[0023]本開示の技法による、データが送信されるレートをダウンスイッチングす
るための例示的なプロセスを示す流れ図。
【図９】[0024]本開示の技法による、データが送信されるレートをアップスイッチングす
るための例示的なプロセスを示す流れ図。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　[0025]ビデオ電話（ＶＴ）機器は、ＶＴセッション（例えば、ＶＴ機器間のオーディオ
データ及び又はビデオデータの送信）を行うための有線又はワイヤレスネットワークを介
して接続され得る。別のＶＴ機器への送信のためにオーディオデータ及び又はビデオデー
タを処理しているＶＴ機器は、送信機機器と呼ばれ得る。同様に、（例えば、ＶＴ機器の
ユーザへの提示のために）受信されたオーディオデータ及び又はビデオデータを処理して
いるＶＴ機器は、受信機機器と呼ばれ得る。
【００１８】
　[0026]送信機機器は、特定のレート（本明細書では交換可能にビットレートと呼ばれ得
る）でオーディオデータ及び／又はビデオデータを符号化することができる。送信機機器
は、ネットワーク条件に基づいてレートを選択することができる。例えば、送信機機器は
、ＶＴセッションのために使用されているネットワークによってサポートされる最大の（
又は最大に近い）ネットワークリンクレートに基づいてレートを選択することができる。
このようにして、送信機機器は、ネットワークの制限を超えることなく、ネットワークに
よってサポートされる相対的により高い品質を使用して送信されるようにデータを準備す
ることができる。
【００１９】
　[0027]幾つかの事例では、ＶＴ機器を接続するネットワークリンクレートは、特にＷｉ
－Ｆｉ（登録商標）又はセルラーネットワークなどのワイヤレスネットワーク上でＶＴを
使用するとき、変化し得る。幾つかの事例では、ネットワーク機器は、リンクレートの変
動に対処するために、及び／又はキュー管理を実行するために、バッファを使用し得る。
例えば、送信機機器は、データを受信機機器に送信する前に符号化されたオーディオデー
タ及び／又はビデオデータをバッファリングするためのバッファを含み得る。ネットワー
クリンクレートの突然の低下は、ＶＴセッションに悪影響を与え得るボトルネックを引き
起こし得る。例えば、ネットワークリンクレートが下がるとき、バッファの中に符号化さ
れたビデオデータを蓄積するための送信機機器、これは、受信機機器でのＶＴセッション
において中断及び／又はジャーキネスを引き起こし得る。
【００２０】
　[0028]送信機機器は、ネットワークリンクレートの低下に応答して、ビデオデータが送
信されるレート（本明細書では送信レートと呼ばれることがあり、レートはビットレート
を指すために本開示全体で使用される）を変更することができる。幾つかの例では、送信
機機器は、オーディオデータ及び／又はビデオデータが符号化されるレートを変えること
によって、送信レートを変更することができる。しかしながら、受信機機器の混雑制御フ
ィードバックの遅延、受信機機器から送信機機器への戻り経路における遅延、レート適合
反応の遅延などにより、レートを下げる際に反応の遅延があり得る。従って、送信レート
は、ネットワークリンクレートの低下からある時間期間の間、ネットワークリンクレート
を大きく上回ったままであり得る。送信レートとネットワークリンクレートの不整合は、
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ボトルネックのリンクにおけるバッファレベルの増大、従ってエンドツーエンドの遅延の
増大（また更にはパケットの喪失）をもたらすことがあり、これはＶＴセッションの品質
体験に悪影響を与えることがある。
【００２１】
　[0029]加えて、送信機機器がネットワークリンクレートの低下に応答して送信レートを
下げた後でも、ある時間は蓄積された遅延が残り得る。例えば、一般に、遅延は、データ
がネットワークリンクにわたる送信に利用可能であることと、データがネットワークに実
際に送信される時間との間の時間を指し得る。従って、遅延はデータのバッファリングと
関連付けられ得る。例えば、遅延の増大はバッファレベルの増大をもたらし、それは、符
号化の後に、及びネットワークへの送信の前にデータが記憶されなければならないからで
ある。
【００２２】
　[0030]送信レートとボトルネックのネットワークリンクレートとの間の差に応じて、送
信機機器は、バッファリングされたデータの品質を比較的ゆっくり下げることがある。即
ち、低減された送信レートとネットワークリンクレートとの間の差が比較的小さい場合、
送信機機器は、蓄積された遅延を比較的ゆっくり減らすことがあり、ＶＴセッションへの
影響が残ることがある。
【００２３】
　[0031]バッファリングされたデータの量を下げることに対する１つの手法は、推定され
たネットワークリンクレート未満に送信レートを下げることである。比較的保守的な手法
、例えば、推定されるネットワークリンクレートを大きく下回る送信レートを使用するこ
とは、リンクの不十分な使用と、受信機機器におけるビデオ品質体験の全体的な低下とを
もたらし得る。しかしながら、そのような保守的な手法はまた、ボトルネックのリンクの
バッファを比較的速く減らすことができる。逆に比較的積極的な手法、例えば、送信レー
トをネットワークリンクレートに下げるだけであることは、リンクの完全な使用とより高
品質な符号化されたデータとをもたらし得る。しかしながら、上で述べられたように、そ
のような手法は、データを比較的長い時間の期間バッファにとどまらせることがある。
【００２４】
　[0032]本開示の態様は、ネットワーク条件に基づいて送信レート（例えば、送信機機器
においてオーディオデータ及び／又はビデオデータを符号化するためのビットレート）を
決定することに関する。具体的には、本技法は、ネットワークリンクレートの低下に応答
して送信レートを下げることを含む。本開示の態様によれば、低減されたネットワークリ
ンクレートを特定すると、送信機機器は、送信レートをネットワークリンクレート未満の
レートへと下げることができる。幾つかの例では、受信機機器は、次いで送信機機器によ
って実装される、低減された送信レートを要求することができる。送信レートをネットワ
ークリンクレート未満のレートに下げることは、ネットワークリンクレートをアンダーシ
ュートすることとして呼ばれることがある。
【００２５】
　[0033]本技法はまた、低減されたレートに送信レートを維持するための時間の量を決定
することを含む。幾つかの例では、本開示の態様は、以下でより詳細に説明されるように
、バッファリング時間長、ネットワークリンクレートの低下の大きさ、レート低減係数及
び／又は他の係数に基づいて回復レート時間長（アンダーシュート期間とも呼ばれる）を
決定することを含む。このようにして、本技法は、最適なアンダーシュート期間を決定す
るために使用され得る。例えば、送信機機器は、ネットワークによってサポートされる増
加された送信レートに戻る前に、バッファリングされたデータの量を減らすために必要と
される場合にのみ限り、低減された送信レートを維持することができる。本技法は、上で
説明された保守的な手法と積極的な手法のバランスを実現することができるので、バッフ
ァリングされるデータの量は、ユーザ体験に過度に影響を与えることなく比較的速く減ら
され得る。
【００２６】
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　[0034]本開示の態様はまた、符号化されたオーディオデータ及び／又はビデオデータを
処理することと関連付けられる遅延データを信号伝達することを含む。本開示の技法は、
送信機機器においてバッファリング時間長を決定する際に使用するためのデータを生成す
ることを含む。バッファリング時間長は、実際のネットワークリンクレートの低下と、ネ
ットワークリンクレートの低下が検出される時間との間の遅延と関連付けられ得る（例え
ば、送信機及び／又は受信機機器がネットワークリンクレートの低下を直ちに認識してそ
れに応答することはないと仮定する）。この遅れ時間の間、送信機機器は通常、元の送信
レートで準備／符号化されたデータをバッファリングするが、これは低減されたネットワ
ークリンクレートではリアルタイム（又はほぼリアルタイム）で送信されることが可能で
はない。データのバッファリングは、その間はデータが受信されない遅延を、受信機機器
において生み出す。上で述べられたように、バッファリング時間は、送信機機器において
バッファリングされるデータの量及び／又は回復レート時間長を決定するために使用され
得る。
【００２７】
　[0035]本開示の他の態様は、ネットワークリンクレートが完全には利用されていない事
例において、送信レートを上げることに関し得る。例えば、送信機機器は、送信レートが
送信機機器を受信機機器につなぐネットワークによってサポート可能なリンクレート未満
であるユーザ体験事例の品質を上げるために、データの送信レートを上げることができる
。データが符号化されるビットレートを上げることは、本明細書ではアップスイッチング
と呼ばれ得る。しかしながら、大きすぎるインクリメントで送信レートをアップスイッチ
ングすることは、ネットワークリンクレートのオーバーシュートをもたらすことがあり、
これは、説明されたようにユーザ体験を悪くすることがある。逆に、小さすぎるインクリ
メントで送信レートをアップスイッチングすることは、ネットワークリンクレートのアン
ダーシュートの継続をもたらすことがあり、これは、ネットワークリンクレートによって
サポート可能なものよりも低い品質のユーザ体験をもたらすことがある。
【００２８】
　[0036]本開示の態様によれば、受信機機器は、データが再生されるように予定される時
間より前にデータが受信されることに基づいて、ネットワークリンクレートが十分に利用
されていないと決定することができる。受信機機器は、データが受信される時間とデータ
が再生されるように予定される時間との間の差に基づいて許容可能超過遅延パラメータを
決定することができ、受信機機器は、許容可能超過遅延パラメータに従って送信レートの
増加を決定することができる。受信機機器は、幾つかの事例では、送信機機器に送信レー
トの増加の指示を送信することができるので、送信機機器は、ネットワークリンクレート
をオーバーシュートすることなくネットワークリンクレートをより良好に利用することが
できる。
【００２９】
　[0037]従って、本開示の態様は、送信機機器から発信され、受信機機器への時間変化す
る帯域幅を伴うネットワークチャネル（ネットワークリンクとも呼ばれる）を通じて送信
される、ビデオフローを制御するためのレート適合又は混雑制御技法を含む。具体的には
、本技法は、ネットワークに混雑をもたらすことなくユーザ体験を改善するために、制御
された方式でビデオフローの平均ビットレートをアップスイッチングすることを含む。そ
のようなレート適合技法は、パケット損失をもたらし得るエンドツーエンドの遅延の大幅
な増加を避け得る。
【００３０】
　[0038]例えば、本開示の態様によれば、受信機機器は、受信されたビデオパケットを検
査し、データがデータの予定された再生に対して早く到着しているか、時間通りに到着し
ているか、又は遅く到着しているかを決定することができる。データが意図される再生よ
り遅く到着している場合、受信機機器は、ネットワークリンクレートが送信レート（例え
ば、送信機機器において実装される符号化レート）より低いと決定することができる。従
って、受信機機器は、送信レートを下げるための要求を送信機機器に送信することができ
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る。幾つかの例では、受信機機器は、システムがネットワークチャネルの混雑を解消する
ことを可能にするために、ネットワークリンクレートの持続可能なレート（例えば、利用
可能な帯域幅）より低い初期レートを要求することができる。
【００３１】
　[0039]幾つかの事例では、本明細書で説明される技法は、ＩＰマルチメディアサブシス
テム（ＩＭＳ：IP Multimedia Subsystem）のためのマルチメディア電話サービス（ＭＴ
ＳＩ：Multimedia Telephony Service for IP Multimedia Subsystem）機器によって実行
され得る。例えば、ＭＴＳＩ機器は、本明細書で説明される技法を使用してビットレート
適合及び／又は混雑制御を実行することができる。
【００３２】
　[0040]図１は、符号化及び復号システム１０を示すブロック図である。図１に示される
ように、システム１０は、送信チャネル１６によって接続されるエンコーダシステム１２
とデコーダシステム１４とを含む。図１の例では、エンコーダシステム１２は、第１のビ
デオ通信機器と関連付けられ、オーディオ発信源１７と、ビデオ発信源１８と、ビデオエ
ンコーダ２０と、オーディオエンコーダ２２と、リアルタイムトランスポートプロトコル
（ＲＴＰ）／リアルタイムトランスポートプロトコル（ＲＴＣＰ）／ユーザデータグラム
プロトコル（ＵＤＰ）／インターネットプロトコル（ＩＰ）／ポイントツーポイントプロ
トコル（ＰＰＰ）変換ユニット２６と、無線リンクプロトコル（ＲＬＰ）キュー２８と、
ＭＡＣレイヤユニット３０と、物理（ＰＨＹ）レイヤユニット３２とを含む。デコーダシ
ステム１４は、別のビデオ通信機器と関連付けられ、ＰＨＹレイヤユニット３４と、ＭＡ
Ｃレイヤユニット３６と、ＲＬＰキュー３８と、ＲＴＰ／ＲＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰ／ＰＰ
Ｐ変換ユニット４０と、ビデオデコーダ４２と、オーディオデコーダ４４と、オーディオ
出力機器４６と、ビデオ出力機器４８とを含む。
【００３３】
　[0041]以下でより詳細に説明されるように、エンコーダシステム１２及び／又はデコー
ダシステム１４は、ネットワーク条件に基づいて符号化レートを調整するために、本開示
の技法を使用することができる。例えば、ビデオエンコーダ２０は、少なくとも一部、ネ
ットワーク帯域幅の関数として、ビデオ発信源符号化レートを制御することができる。具
体的には、ビデオエンコーダ２０は、ネットワークリンクレートの低下に応答して、ビデ
オデータ及び／又はオーディオデータの符号化レートを下げることができる。同様に、ビ
デオエンコーダ２０は、ネットワークリンクレートの不十分な利用の指示に応答して、ビ
デオデータ及び／又はオーディオデータの符号化レートを上げることができる。
【００３４】
　[0042]システム１０は、例えば、送信チャネル１６を介したビデオ電話のために、双方
向のビデオ及びオーディオの送信を提供することができる。従って、全般に相対応する符
号化、復号及び変換ユニットが、チャネル１６の反対側に設けられ得る。幾つかの実施形
態では、エンコーダシステム１２及びデコーダシステム１４は、ビデオストリーミング、
ビデオ電話又は両方に対応したワイヤレスモバイル端末などのビデオ通信機器内で具現化
され得る。モバイル端末は、ＲＴＰ、ＲＴＣＰ、ＵＤＰ、ＩＰ又はＰＰＰなどのパケット
交換規格に従ってＶＴをサポートすることができる。
【００３５】
　[0043]例えば、エンコーダシステム１２において、ＲＴＰ／ＲＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰ／
ＰＰＰ変換ユニット２６は、ビデオエンコーダ２０及びオーディオエンコーダ２２から受
信されたオーディオデータ及びビデオデータに、適切なＲＴＰ／ＲＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰ
／ＰＰＰヘッダデータを追加し、データをＲＬＰキュー２８に配置する。例示的なビット
ストリームは、ＭＡＣヘッダと、ＩＰヘッダと、ＵＤＰヘッダと、ＲＴＣＰヘッダと、ペ
イロードデータとを含み得る。幾つかの例では、ＲＴＰ／ＲＴＣＰはＵＤＰの上で動作す
るが、ＵＤＰはＩＰの上で動作し、ＩＰはＰＰＰの上で動作する。幾つかの例では、本明
細書で説明されるように、「ＲＦＣ　３５５０：　ＲＴＰ：　Ａ　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　
Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｆｏｒ　Ｒｅａｌ－Ｔｉｍｅ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ」、Ｈ．　
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Ｓｃｈｕｌｚｒｉｎｎｅ他、２００３年７月、「ＲＦＣ　５１０４：　Ｃｏｄｅｃ　Ｃｏ
ｎｔｒｏｌ　Ｍｅｓｓａｇｅｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　ＲＴＰ　Ａｕｄｉｏ－Ｖｉｓｕａｌ　Ｐ
ｒｏｖｉｄｅ　ｗｉｔｈ　Ｆｅｅｄｂａｃｋ　（ＡＶＰＦ）」、Ｓ．Ｗｅｎｇｅｒ他、２
００８年２月（以後ＲＦＣ　５１０４）及び／又はデータのリアルタイムのトランスポー
ト若しくはほぼリアルタイムのトランスポートのための他の適用可能な規格などの、特定
の規格に適合するＲＴＰ／ＲＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰ／ＰＰＰ変換ユニット２６。ＭＡＣレ
イヤユニット３０は、ＲＬＰキュー２８の内容からＭＡＣ　ＲＬＰパケットを生成する。
ＰＨＹレイヤユニット３２は、チャネル１６を通じた送信のために、ＭＡＣ　ＲＬＰパケ
ットをＰＨＹレイヤパケットに変換する。
[0044]デコーダシステム１４のＰＨＹレイヤユニット３４及びＭＡＣレイヤユニット３６
は、相互に動作する。ＰＨＹレイヤユニット３４は、チャネル１６から受信されたＰＨＹ
レイヤパケットをＭＡＣ　ＲＬＰパケットに変換する。ＭＡＣレイヤユニット３６は、Ｍ
ＡＣ　ＲＬＰパケットをＲＬＰキュー３８に配置する。ＲＴＰ／ＲＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰ
／ＰＰＰ変換ユニット４０は、ＲＬＰキュー３８中のデータからヘッダ情報を奪い、ビデ
オデコーダ４２及びオーディオデコーダ４４への配信のためにそれぞれ、ビデオデータと
オーディオデータとを再び組み立てる。
【００３６】
　[0045]システム１０は、符号分割多重接続（ＣＤＭＡ）、周波数分割多重接続（ＦＤＭ
Ａ）、時分割多重接続（ＴＤＭＡ）又は直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）若しくは別の
適切なワイヤレス技法などの、１つ又は複数のワイヤレス通信技術をサポートするように
設計され得る。上のワイヤレス通信技術は、様々な無線アクセス技術のいずれかに従って
実現され得る。例えば、ＣＤＭＡは、ｃｄｍａ２０００又は広帯域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ
（登録商標））規格に従って実現され得る。ＴＤＭＡは、Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　
ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ（ＧＳＭ（登録商標））規格に従
って実現され得る。Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔ
ｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ（ＵＭＴＳ）規格は、ＧＳＭ又はＷＣＤＭＡ動作を可能にする。
通常、ＶＴ用途では、システム１０はｈｉｇｈ　ｄａｔａ　ｒａｔｅ（ＨＤＲ）技術をサ
ポートするように設計され得る。
【００３７】
　[0046]ビデオエンコーダ２０は、ＭＰＥＧ－４、Ｈｉｇｈ　Ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ　Ｖ
ｉｄｅｏ　Ｃｏｄｉｎｇ（ＨＥＶＣ）又は別のビデオコード化規格などの、あるビデオ圧
縮方法に従って符号化されたビデオデータを生成する。他のビデオ圧縮方法は、国際電気
通信連合（ＩＴＵ）Ｈ．２６３、ＩＴＵ　Ｈ．２６４又はＭＰＥＧ－２の方法を含む。オ
ーディオエンコーダ２２は、ビデオデータに付随するオーディオデータを符号化する。ビ
デオ発信源１８は、１つ又は複数のビデオカメラ、１つ又は複数のビデオアーカイブ又は
ビデオカメラとビデオアーカイブの組合せなどの、撮像装置であり得る。
【００３８】
　[0047]オーディオデータは、適応マルチレートナローバンド（ＡＭＲ－ＮＢ：adaptive
 multi-rate narrow band）又は他の技法などの、オーディオ圧縮方法に従って符号化さ
れ得る。オーディオ発信源１７は、マイクロフォン又は音声合成器機器などの、オーディ
オキャプチャ機器であり得る。ＶＴ用途では、ビデオは参加者にＶＴ会議を見えるように
し、オーディオはその参加者の話している声を聞こえるようにする。
【００３９】
　[0048]動作において、ＲＴＰ／ＲＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰ／ＰＰＰ変換ユニット２６は、
ビデオエンコーダ２０及びオーディオエンコーダ２２からビデオデータパケットとオーデ
ィオデータパケットとを取得する。前に言及されたように、ＲＴＰ／ＲＴＣＰ／ＵＤＰ／
ＩＰ／ＰＰＰ変換ユニット２６は、適切なヘッダ情報をオーディオパケットに追加し、得
られたデータをＲＬＰキュー２８内に挿入する。同様に、ＲＴＰ／ＲＴＣＰ／ＵＤＰ／Ｉ
Ｐ／ＰＰＰ変換ユニット２６は、適切なヘッダ情報をビデオパケットに追加し、得られた
データをＲＬＰキュー２８内に挿入する。ＭＡＣレイヤユニット３０は、ＲＬＰキュー２
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８からデータを取り出し、ＭＡＣレイヤパケットを形成する。各ＭＡＣレイヤパケットは
、ＲＴＰ／ＲＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰ／ＰＰＰヘッダ情報と、ＲＬＰキュー２８内に含まれ
るオーディオパケットデータ又はビデオパケットデータとを搬送する。オーディオパケッ
トは、ビデオパケットとは独立にＲＬＰキュー２８に挿入され得る。
【００４０】
　[0049]幾つかの場合、ＲＬＰキュー２８の内容から生成されるＭＡＣレイヤパケットは
、ヘッダ情報とビデオパケットデータとのみを搬送する。他の場合、ＭＡＣレイヤパケッ
トは、ヘッダ情報とオーディオパケットデータとのみを搬送する。多くの場合、ＭＡＣレ
イヤパケットは、ＲＬＰキュー２８の内容に応じて、ヘッダ情報と、オーディオパケット
データと、ビデオパケットデータとを搬送する。ＭＡＣレイヤパケットは、無線リンクプ
ロトコル（ＲＬＰ）に従って構成されてよく、ＭＡＣ　ＲＬＰパケットと呼ばれ得る。Ｐ
ＨＹレイヤユニット３２は、チャネル１６にわたる送信のために、ＭＡＣ　ＲＬＰオーデ
ィオ－ビデオパケットをＰＨＹレイヤパケットに変換する。
【００４１】
　[0050]チャネル１６は、ＰＨＹレイヤパケットをデコーダシステム１４に搬送する。チ
ャネル１６は、エンコーダシステム１２とデコーダシステム１４との間の任意の物理的接
続であり得る。例えば、チャネル１６は、ローカルエリア又はワイドエリアの有線ネット
ワークなどの、有線接続であり得る。代替的に、本明細書で説明されるように、チャネル
１６は、セルラー接続、衛星接続又は光接続などの、ワイヤレス接続であり得る。チャネ
ル条件は、有線チャネル及びワイヤレスチャネルの課題であり得るが、ワイヤレスチャネ
ル１６を通じて実行されるモバイルＶＴ用途では特に関係があることがあり、ワイヤレス
チャネル１６においては、チャネル条件がフェージング又は混雑により悪化することがあ
る。チャネル１６は、チャネル条件に従って変動することがある、特定のネットワークリ
ンクレート（例えば、特定の帯域幅）をサポートし得る。例えば、チャネル１６は、チャ
ネル条件に従って変化するスループットを有する逆方向リンク（ＲＬ）によって特徴付け
られ得る。
【００４２】
　[0051]一般に、デコーダシステム１４のＰＨＹレイヤユニット３４は、ＰＨＹレイヤパ
ケットからＭＡＣレイヤパケットを特定し、内容をＭＡＣ　ＲＬＰパケットへと再び組み
立てる。ＭＡＣレイヤユニット３６は次いで、ＲＬＰキュー３８内へ挿入するためのビデ
オパケットとオーディオパケットとを提供するために、ＭＡＣ　ＲＬＰパケットの内容を
再び組み立てる。ＲＴＰ／ＲＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰ／ＰＰＰユニット４０は、付随するヘ
ッダ情報を除去し、ビデオパケットをビデオデコーダ４２に、オーディオパケットをオー
ディオデコーダ４４に提供する。ビデオデコーダ４２は、表示装置を駆動する際に使用す
るためのビデオデータのストリームを生成するために、ビデオデータフレームを復号する
。オーディオデコーダ４４は、例えばオーディオスピーカーを介してユーザに提示するた
めのオーディオ情報を生成するために、オーディオデータを復号する。
【００４３】
　[0052]上で述べられたように、システム１０は、例えば送信チャネル１６を介したビデ
オ電話のために、双方向のビデオ及びオーディオの送信を提供することができる。幾つか
の例では、チャネル１６のネットワークリンクレートが変化するときに問題が発生するこ
とがあり、この変化は、Ｗｉ－Ｆｉ、セルラー又は他のネットワークリンクにおいて発生
し得る。以下で図２に関してより詳細に説明されるように、レートの変動に対処し、場合
によってはキューの管理を実行するために、１つ又は複数のバッファがネットワーク機器
に含まれ得る。
【００４４】
　[0053]例えば、ある送信レート（例えば、ビデオエンコーダ２０によって使用される符
号化レート）を伴うＶＴフローは、リンクレートの突然の下落に遭遇することがあり、こ
れはフローのボトルネックを生み得る。このリンクレートの下落に対するエンコーダシス
テム１２における反応の遅延（例えば、これは、受信機の混雑制御フィードバックの遅延
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、送信機から受信機への戻り経路上での遅延、レート適合反応の遅延などによって引き起
こされ得る）が原因で、送信レートはある時間の期間、リンクレートを大きく上回ったま
まであり得る。これは、ボトルネックリンクで増加したバッファレベルをもたらし、従っ
て、エンコーダシステム１２とデコーダシステム１４との間のエンドツーエンドの遅延の
増加（また更にはパケットの損失）をもたらすことがあり、これは、ＶＴセッションの品
質体験に悪影響を与えることがある。
【００４５】
　[0054]データがチャネル１６を通じて送信される際のビットレートをエンコーダシステ
ム１２が下げた（例えば、送信レートを下げた）後で、蓄積された遅延がある時間残り得
る。例えば、幾つかの事例では、蓄積された遅延が残る時間の長さは、送信レートと低減
されたリンクレート（例えば、ボトルネックを引き起こすリンクレート）との間の差に依
存し得る。送信レートの低下が小さすぎる場合、蓄積された遅延は比較的ゆっくり下がり
、このことはデコーダシステム１４におけるユーザ体験に影響を与え得る。保守的な送信
レートの手法は、一貫して、推定されるリンクレートよりもはるかに低いレートで送信す
ることである。しかしながら、この手法は、チャネル１６におけるリンクの不十分な使用
と、全体的なビデオ品質体験の低下とをもたらし得る。
【００４６】
　[0055]本開示で説明される技法によれば、ビデオエンコーダ２０は、チャネル１６の条
件に基づいて、ビデオ発信源１８からビデオを符号化することができる。具体的には、ビ
デオエンコーダ２０は、チャネル１６における帯域幅の低下に基づいて、符号化レート（
本明細書では送信レートとも呼ばれる）を下げることができる。符号化レートを下げるこ
とは、本明細書ではダウンスイッチングと呼ばれ得る。エンコーダシステム１２は、チャ
ネル１６におけるリンクレートの大幅な下落が検出された後で、例えば、デコーダシステ
ム１４において生成された受信機側の混雑制御フィードバックメッセージがエンコーダシ
ステム１２において受信された後で、ビデオエンコーダ２０において符号化されたデータ
の送信レートを一時的に下げることができる。
[0056]一例では、本開示の態様によれば、エンコーダシステム１２は最初に、第１のビッ
トレートでチャネル１６を通じてデータを送信することができる。エンコーダシステム１
２は、第１のネットワークリンクレートから第２のネットワークリンクレートへのチャネ
ル１６におけるネットワークリンクレートの低下を特定することができる。幾つかの例で
は、エンコーダシステム１２は、デコーダシステム１４から受信された１つ又は複数の報
告に基づいて、ネットワークリンクレートの低下を特定することができる。
【００４７】
　[0057]本開示の態様によれば、ネットワークリンクレートの低下を特定したことに応答
して、エンコーダシステム１２は、チャネル１６を通じてデータを送信する際に用いるべ
き回復ビットレートを決定することができ、ここで回復ビットレートは第２のネットワー
クリンクレートより低い。エンコーダシステム１２はまた、ネットワークリンクレートの
低下の特定の時間と、ネットワークリンクレートの低下の推定される実際の時間との間の
差を含む、バッファリング時間長を決定することができる。例えば、上で述べられたよう
に、遅延を特定することと、ビデオエンコーダ２０がデータを符号化する際のレートを調
整することとに関連付けられる、何らかの反応時間があり得る。エンコーダシステム１２
は、ビデオエンコーダ２０が符号化レートを特定してより低いレートへと調整するための
時間を有するまで、初期の（より高い）ネットワークリンクにおいて、又はその近くで、
ビデオエンコーダ２０によって符号化されたデータをバッファリングすることができる。
【００４８】
　[0058]エンコーダシステム１２は、回復ビットレート及びバッファリング時間長に基づ
いて、回復ビットレートでデータを送信すべき回復レート時間長を決定することができる
。エンコーダシステムは次いで、決定された回復レート時間長の間、回復ビットレートで
データを送信することができる。このようにして、本技法は、蓄積されたエンドツーエン
ドの遅延を比較的速く減らすことができ、エンドツーエンドの遅延が減らされた後で利用
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可能なリンクレートを使用することによって（例えば、より長い時間の期間、低減された
レートに送信レートを維持する場合よりも）、ユーザ体験の品質を守ることができる。例
示を目的としてエンコーダシステム１２に関して説明されたが、上で述べられた技法の幾
つかは、追加で、又は代替的に、デコーダシステム１４によって実行され得ることを理解
されたい。
【００４９】
　[0059]本開示の更に他の技法は、ネットワーク条件に基づいて、データが符号化される
レートをアップスイッチングする（例えば、上げる）ための技法を含む。例えば、「Ｄｉ
ｓｃｕｓｓｉｏｎ　ｏｎ　Ｕｐｓｗｉｔｃｈ　Ｐｒｉｎｃｉｐａｌｓ」、ＳＡ４　ＭＴＳ
Ｉ　ＳＷＧ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　Ｃａｌｌ　Ｎｏ．　４　ｏｎ　Ｅｎｄ－ｔｏ－Ｅｎ
ｄ　Ｖｉｄｅｏ　Ｒａｔｅ　Ａｄａｐｔａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｅ２ＥＭＴＳＩ－Ｓ４、Ｓ４
－ＡＨＭ２１５、２０１４年６月２４日（「ＡＨＭ２１５」）の発表において、アップス
イッチングについての幾つかの問題が特定された。「Ｒｅｐｏｒｔ　ｆｒｏｍ　ＳＡ４　
ＭＴＳＩ　ＳＷＧ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　Ｃａｌｌ　Ｎｏ．　４　ｏｎ　Ｅｎｄ－ｔｏ
－Ｅｎｄ　Ｖｉｄｅｏ　Ｒａｔｅ　Ａｄａｐｔａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｅ２ＥＭＴＳＩ－Ｓ４
　（２０１４年６月２４日）」、Ｔｄｏｃ　Ｓ４　（１４）０７６８において記載されて
いるように、アップスイッチングの原則について合意する前に、電話会議からの新たな着
想について研究するために、さらなる議論が必要であると思われた。
【００５０】
　[0060]一般に、ＡＨＭ２１５において発表されたモデルは、ランプアッププロービング
モデルに依存し、これには、プローブがチャネル条件に一致していないときに、プロービ
ングがシステムに遅延をもたらし得るという欠点があり得る。よりロバストなモデルは、
デコーダシステム１４などの受信機が、システムに余剰の能力があり得るかどうかを決定
するためにチャネル１６の状態を受動的に測定することを可能にすることである。これに
基づいて、デコーダシステム１４は、システムの持続可能なレートのより正確な推定を行
うことができる。
【００５１】
　[0061]ＡＨＭ２１５において発表されたモデルはまた、２段階の手法を提案しており、
この手法では、エンコーダシステム１２はまず、さらなる能力があり得るかどうかを確認
するためにチャネルをプローブする。プロービング段階が成功すると、ビデオエンコーダ
２０は、「ランプアップ段階(ramp-up phase)」の間にレートをより積極的に上げること
ができる。そのようなモデルは、比較的大量の混雑をシステムにもたらす可能性があり、
それは、データレートの微増を伴う成功したプローブは、システムがその後非常に大幅な
増加を処理できることを暗示し得ないためである。実際には、ビデオエンコーダ２０のレ
ートをシステムの能力と一致するように増加するとき、よりロバストな手法は、まずレー
トを比較的大きく増加して、その後、チャネル１６によってサポートされる持続可能なレ
ートへとレートが収束するにつれてよりステップを小さくすることである。
【００５２】
　[0062]上で説明された方式で持続可能なレートに収束する、潜在的によりロバストな手
法に従うには、適合を駆動するエンティティ（例えば、送信機（エンコーダシステム１２
）又は受信機（デコーダシステム１４））は、システムの持続可能なレートの推定値を有
しなければならない。送信機は、エンドツーエンドのチャネル条件を検出するためにＲＴ
ＣＰ受信機報告に依存することがあり、全体のスループットを計算することができるが、
それでも、ＲＴＣＰ報告によりいくらかの測定遅延がある。受信機は、全体のスループッ
トと、予定される再生に対してデコーダシステム１４におけるパケットの到着が遅すぎる
とはされない、許容され得る追加の遅延の量との両方を、計算することができる。従って
、受信機において計算される関連する尺度が送信機に直接送信される場合、受信機により
駆動される適合モデルは、実現され、よりロバストであることがあり、最小限の適合の実
行を決定する際に使用されるべきである。
【００５３】
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　[0063]本開示の態様によれば、デコーダシステム１４は、チャネル１６において帯域幅
が十分に利用されていないと決定すると、受信機により駆動されるレートアップスイッチ
ング技法を実施することができる。例えば、本開示の態様によれば、デコーダシステム１
４は、ビデオエンコーダ２０に符号化レートを上げるように促すデータをエンコーダシス
テム１２に提供することができる。
【００５４】
　[0064]幾つかの例では、本開示の態様によれば、デコーダシステム１４は、データがデ
コーダシステム１４によって受信される時間と受信されたデータが再生されるように予定
される時間との間の差に基づいて、許容可能超過遅延パラメータを決定することができる
。許容可能超過遅延パラメータは、ユーザ体験が影響を受けない、例えば、適切な時間に
復号され、再生されるのにデータの到着が遅すぎない、チャネル１６によって対応可能な
遅延の量を示すことができる。デコーダシステム１４はまた、決定された許容可能超過遅
延パラメータに基づいて、データがエンコーダシステム１２からデコーダシステム１４に
送信される際に用いるべきビットレートを増加するための、送信機ビットレートの増加を
決定することができる。デコーダシステム１４はまた、送信機ビットレートの増加の指示
をエンコーダシステム１２に送信することができる。
【００５５】
　[0065]このように、デコーダシステム１４は、ネットワークに混雑をもたらすことなく
ユーザ体験を改善するために、制御された方式でビデオフローの平均ビットレートを制御
することができる。この技法は、パケット損失をもたらし得るエンドツーエンドの遅延を
大きく増加することを避け得る。
【００５６】
　[0066]図２は、本開示の技法によるビデオ発信源レート適合を実施し得るエンコーダシ
ステム１２を示すブロック図である。図２に示されるように、ビデオエンコーダ２０は、
ビデオ符号化エンジン５０と、ビデオバッファ５２と、ビデオレートコントローラ５４と
を含む。ビデオエンコーダ２０はまた、ネットワークリンクレート情報５６を受信し、こ
れはデコーダシステム１４によって準備され得る（以下でより詳細に説明される）。
【００５７】
　[0067]ビデオ符号化エンジン５０は、ビデオ発信源１８からビデオデータを取得し、ビ
デオレートコントローラ５４によって制御されるレートでビデオデータを符号化する。ビ
デオ符号化エンジン５０は次いで、符号化されたビデオをビデオバッファ５２に収納する
。ビデオレートコントローラ５４は、ビデオバッファ５２の充満度を監視し、充満度に少
なくとも一部基づいて、ビデオ符号化エンジン５０によって適用されるビデオ符号化レー
トを制御することができる。加えて、以下でより詳細に説明されるように、ビデオレート
コントローラ５４は、ネットワークリンクレート情報５６及び／又はチャネル１６（図１
）の条件と関連付けられる他のデータに基づいて、レートを制御することができる。
【００５８】
　[0068]幾つかの例では、ビデオエンコーダ２０は、全般にコーデックとは独立なビデオ
発信源レート制御方式を提供することができる。例えば、ビデオエンコーダ２０は、ＨＥ
ＶＣ、ＭＰＥＧ４、ＩＴＵ　Ｈ．２６３、又はＩＴＵ　Ｈ．２６４に従って、ビデオ符号
化のために適合され得る。加えて、ビデオエンコーダ２０は、ＤＳＰ又は組込み型論理コ
ア内での実装の影響を受けやすいことがある。幾つかの実施形態では、ビデオエンコーダ
２０（例えば、ビデオエンコーダ２０のビデオレートコントローラ５４）は、モデルベー
スのレート制御を適用することができ、例えば、ビデオブロックレート制御をｒｈｏ領域
において適用することができる。例えば、フレームビット計画が特定のビデオフレームに
対して確立されると、フレームビット計画は、フレーム内のビデオブロック、例えばコー
ディングユニット（ＣＵ）及び／又はマクロブロック（ＭＢ）の間で、ｒｈｏ領域レート
制御を使用して割り振られ得る。個々のＭＢのためのｒｈｏ領域値は次いで、量子化パラ
メータ（ＱＰ）値にマッピングされ得る。
【００５９】
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　[0069]本開示の態様によれば、ビデオレートコントローラ５４は、ネットワーク条件に
基づいてレートダウンスイッチングを実行することができる。例えば、ビデオ符号化エン
ジン５０は最初に、チャネル１６（図１）などのトランスポート媒体を通じた送信のため
に、第１のビットレートでデータを符号化することができる。ビデオレートコントローラ
５４は、第１のネットワークリンクレートから第２のネットワークリンクレートへのネッ
トワークリンクレートの低下を特定することができる。幾つかの例では、ビデオレートコ
ントローラ５４は、ビデオエンコーダ２０において、ネットワークリンクレートの低下を
フィードバックから特定することができる。他の例では、ビデオレートコントローラ５４
は、ネットワークリンクレート情報５６に基づいて、ネットワークリンクレートの低下を
特定することができる。
【００６０】
　[0070]ネットワークリンクレートの低下を特定したことに応答して、ビデオレートコン
トローラ５４は、第２の（低減された）ネットワークリンクレートより低い、ビデオエン
コーダ２０のための回復ビットレートを決定することができる。回復レートは、ネットワ
ークリンクレートの低下の実際の時間とネットワークリンクレートの低下の同定との間に
バッファリングされたデータ量を減らすために使用され得る。そのようなバッファリング
されたデータを減らすことは、ユーザ体験が受信機機器において影響を受けないように支
援する。従って、ビデオレートコントローラ５４は、ビデオエンコーダ２０においてバッ
ファリングされたデータの量を少なくするために低減されたネットワークリンクレートを
アンダーシュートする、ビデオエンコーダ２０において使用するための回復ビットレート
を決定することができる。
【００６１】
　[0071]本開示の態様によれば、ビデオレートコントローラ５４は、アンダーシュート係
数に基づいて回復レートを決定することができる。ビデオレートコントローラ５４は、第
１のネットワークリンクレートと低減されたネットワークリンクレートとの間の差に基づ
いてアンダーシュート係数を決定することができる。即ち、ビデオレートコントローラ５
４は、ネットワークリンクレートの低下の大きさに基づいて変化する大きさを有する、ア
ンダーシュート係数を決定することができる。従って、ネットワークリンクレートの低下
が比較的大きい場合、ビデオレートコントローラ５４は、比較的大きいアンダーシュート
係数を決定し得る。同様に、ネットワークリンクレートの低下が比較的小さい場合、ビデ
オレートコントローラ５４は、比較的小さいアンダーシュート係数を決定し得る。
【００６２】
　[0072]幾つかの例では、ビデオレートコントローラ５４は、回復レートを決定するため
に低減されたネットワークリンクレートに適用され得るアンダーシュート係数を決定する
ことができる。例えば、ビデオレートコントローラ５４は、小数のアンダーシュート係数
を決定することができ、小数のアンダーシュート係数を低減されたネットワークリンクレ
ートに適用して回復レートを決定することができる。一例では、ビデオレートコントロー
ラ５４は、ネットワークリンクレートの低下の大きさの、第１のネットワークリンクレー
トに対する比に基づいてアンダーシュート係数を決定することができる。
【００６３】
　[0073]本開示の態様によれば、ビデオレートコントローラ５４は、ネットワークリンク
レートの低下の特定の時間とネットワークリンクレートの低下の推定される実際の時間と
の間で、どれだけのデータがビデオエンコーダ２０においてバッファリングされるか（又
は、より一般的には、ビデオエンコーダ２０を含む送信機機器においてどれだけのデータ
がバッファリングされるか）に基づいて、回復レートをどれだけ長く維持するかを決定す
ることができる。送信機機器においてデータをバッファリングすることと関連付けられる
時間は、バッファリング時間長（又はバッファリング時間期間）と本明細書では呼ばれ得
るが、回復レートを維持すべき時間長は、回復レート時間長（又は低減レート時間期間）
と本明細書では呼ばれ得る。幾つかの事例では、回復レート時間長はまた、アンダーシュ
ート時間長又は期間と呼ばれることがあり、それは、回復レート時間長の間にデータが符
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号化されるレートがネットワークリンクレートより低いからである。
【００６４】
　[0074]以下で図５に関してより詳細に説明されるように、ビデオレートコントローラ５
４は、様々な方法でバッファリング時間長を決定することができる。例えば、ビデオレー
トコントローラ５４は、ビデオエンコーダ２０を組み込む送信機機器と受信機機器との間
のラウンドトリップ時間（ＲＴＴ）、ダウンリンク遅延（例えば、受信機から送信機への
遅延）、レート適合反応の遅延に関するデータ、混雑制御の反応遅延（例えば、リンクレ
ートの推定）、メッセージ生成遅延（ＲＴＣＰパケット）などの、ネットワークリンクレ
ート情報５６からバッファリング時間長を推定することによって、バッファリング時間長
を決定することができる。ネットワークリンクレート情報５６は、ビデオエンコーダ２０
において利用可能であることがあり、又は受信機機器によってビデオエンコーダ２０に信
号伝達され得る。
【００６５】
　[0075]本開示の態様によれば、ビデオレートコントローラ５４は、回復レートの大きさ
に基づいて、及びバッファリング時間長に基づいて、回復レート時間長を決定することが
できる。幾つかの例では、ビデオレートコントローラ５４は、（例えば、回復レートによ
って示されるような）ネットワークリンクレートの低下の大きさと、（例えば、バッファ
リング時間長によって示されるような）ネットワークリンクレートの低下に反応すること
と関連付けられる時間の量とに比例する、バッファリング時間長を決定することができる
。即ち、ネットワークリンクレートの低下が比較的大きい場合、及び／又は、ネットワー
クリンクレートの低下に反応するのに必要な時間が比較的長い場合、ビデオレートコント
ローラ５４は、それに比例して長い回復レート時間長を決定することができる。同様に、
ネットワークリンクレートの低下が比較的小さい場合、及び／又は、ネットワークリンク
レートの低下に反応するのに必要な時間が比較的短い場合、ビデオレートコントローラ５
４は、それに比例して短い回復レート時間長を決定することができる。
【００６６】
　[0076]本開示の他の態様によれば、ビデオレートコントローラ５４は、加えて、又は代
替的に、ネットワーク条件に基づいてレートのアップスイッチングを実行することができ
る。例えば、ビデオレートコントローラ５４は、デコーダシステム１４（図１）を含む機
器などの受信機機器からネットワークリンクレート情報５６を受信することができる。ビ
デオレートコントローラ５４は、データを符号化するためにビデオ符号化エンジン５０に
よって使用されている送信レート（例えば、符号化レート）をアップスイッチングするた
めに、受信されたネットワークリンクレート情報５６を使用することができる。
【００６７】
　[0077]幾つかの例では、受信されたネットワークリンクレート情報５６は、ビデオ符号
化エンジン５０によって実施されている特定の要求された送信レート（例えば、符号化レ
ート）を含み得る。他の例では、受信されたネットワークリンクレート情報５６は、現在
の送信レート（例えば、送信レートステップ）に追加されるべき、レートステップの増加
を含み得る。いずれの場合でも、図３に関して以下でより詳細に説明されるように、受信
されたネットワークリンクレート情報５６は、パケットが再生されるように予定される前
に受信機機器においてパケットが受信されたことを示す超過遅延パラメータに基づき得る
。そのような事例において、ビデオレートコントローラ５４は、パケットの到着時間が受
信機機器におけるパケットの予定された再生時間とより厳密に一致するまで、ビデオ符号
化エンジン５０によって使用される送信レートを上げることができる。
【００６８】
　[0078]図２の技法は図２の特定のコンポーネント（例えば、ビデオレートコントローラ
５４など）によって行われるものとして説明されるが、そのような技法は、追加で、又は
代替的に、ビデオ電話機器の１つ又は複数の他のコンポーネントによって実行され得るこ
とを理解されたい。例として、ＭＴＳＩ機器は、レート適合及び／又は混雑制御を実行す
るために、上で説明された幾つかの技法を行うことができる。この例では、ＭＴＳＩ機器



(17) JP 6602842 B2 2019.11.6

10

20

30

40

50

は次いで、ビデオエンコーダにおいて適切なレート制御を実施するためにデータをビデオ
レートコントローラ５４に提供することができる。
【００６９】
　[0079]図３は、本開示の技法によるビデオ発信源レート適合を実施し得るビデオデコー
ダシステム１４を示すブロック図である。図３に示されるように、ビデオデコーダ４２は
、符号化されたデータとネットワークリンクレート情報６０とを受信し、ビデオ復号エン
ジン６２と、再生決定ユニット６４と、レート制御データ６８を生成するレート制御ユニ
ット６６とを含む。
【００７０】
　[0080]ビデオ復号エンジン６２は、符号化されたデータとネットワークリンクレート情
報６０とを受信し、ビデオデータを復号する。幾つかの例では、ビデオ復号エンジン６２
は、１つ又は複数のビデオコード化規格に適合し得る。上で述べられたように、例示的な
ビデオコード化規格は、ＨＥＶＣ、ＭＰＥＧ４、ＩＴＵ　Ｈ．２６３、又はＩＴＵ　Ｈ．
２６４を含む。
【００７１】
　[0081]ビデオデータが受信されるレートは、ビデオエンコーダ２０（図２）のビデオレ
ートコントローラ５４によって制御され得る。本開示の態様によれば、レート制御ユニッ
ト６６は、符号化レートを調整する際に使用するためのレート制御データ６８を準備して
、ビデオエンコーダ２０に送信することができる。幾つかの例では、レート制御データ６
８は、送信機機器においてダウンスイッチングを実行するためのデータを含み得る。他の
例では、加えて、又は代替的に、レート制御データ６８は、送信機機器においてアップス
イッチングを実行するためのデータを含み得る。レート制御ユニット６６は、送信機機器
が適切なビットレートを決定することを可能にするデータを準備することができ、又は、
送信機機器から特定のビットレートを要求することができる。
【００７２】
　[0082]ダウンスイッチングのためのデータを準備することに関して、本開示の態様によ
れば、レート制御ユニット６６は、図２に関して上で説明されたのと同様の方式で、回復
レート、バッファリング時間長及び／又は回復レート時間長を決定することができる。他
の例では、レート制御ユニット６６は、回復レート、バッファリング時間長及び／又は回
復レート時間長を決定するために送信機機器（エンコーダシステム１２など）によって使
用され得る、データを生成し、及び／又はメッセージを送信することができる。
【００７３】
　[0083]一例では、レート制御ユニット６６は、ネットワークリンクレートの低下を示す
ために、順方向チャネルの推定される最大ビットレートを伴う、送信機機器へのＲＴＣＰ
一時最大メディアストリームビットレート要求（ＴＭＭＢＲ：Temporary Maximum Media 
Stream Bit Rate Request）メッセージを生成することができる。一般に、上で述べられ
たＲＦＣ５１０４に記載されるように、受信機、変換器又は混合器は、メディアストリー
ムの最大ビットレートを与えられた値に、又はそれ未満に制限するように送信機に要求す
るために、ＴＭＭＢＲ（「ｔｉｍｂｅｒ」と呼ばれる）を使用することができる。一時最
大メディアストリームビットレート通知（ＴＭＭＢＮ）は、メディア送信機を更に制約し
ないであろうＴＭＭＢＲを参加者が抑制するのを助けるためにメディア送信機が受信した
、ＴＭＭＢＲで定義された制限の最も限定的なサブセットの、メディア送信機の現在の見
方を含んでいる。
【００７４】
　[0084]本開示の態様によれば、第１のレートから第２のより低いレートへの順方向チャ
ネルの推定される最大ビットレートの変化は、ネットワークリンクレートの低下を示す。
幾つかの例では、レート制御ユニット６６は、混雑が検出されると直ちに、又はほぼ直ち
に、ＴＭＭＢＲを送信することができる（例えば、ＴＭＭＢＲメッセージを生成すること
と関連付けられるメッセージ生成遅延があり得る）。ＴＭＭＢＲメッセージが例示を目的
に説明されるが、遅延／混雑を示す様々な他のメッセージが使用され得ることを理解され
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たい。
【００７５】
　[0085]本明細書で説明されるバッファリング時間長を推定することで送信機機器を支援
するために、レート制御ユニット６６は、ＲＴＣＰ受信機報告（ＲＲ：receiver report
）メッセージを生成して送信することもできる。例えば、上で述べられたＲＦＣ３５５０
において記載されるように、幾つかのＲＴＣＰパケットのタイプが、様々な制御情報を搬
送するために使用され得る。送信機報告（ＳＲ：sender report）が、動作している送信
機である参加者からの送信と受信の統計のために使用され得る。ＲＲは、動作している送
信機ではない参加者からの受信統計のために、及び、３２個以上の発信源についての動作
している送信機の報告のためのＳＲと組み合わせて、使用され得る。
【００７６】
　[0086]本開示の態様によれば、レート制御ユニット６６は、ＴＭＭＢＲメッセージの後
で、例えばＴＭＭＢＲメッセージの直後に、又はほぼ直後に、ＲＲメッセージを生成して
送信することができる。この例では、送信機機器は、ＴＭＭＢＲメッセージとＲＲメッセ
ージとを受信することができ、ＲＲに含まれる最後のＳＲのタイムスタンプ（ＬＳＲデー
タ）によってＲＲにおいて参照されるＳＲの送信の時間と、送信機機器によってＲＲが受
信される時間との時間差として、バッファリング時間長の上限を決定することができる。
言い換えると、レート制御ユニット６６は、ビットレート制限のための要求を示す第１の
データ（例えば、ＴＭＭＢＲメッセージ）と、メッセージが生成された時間を示す第２の
データ（例えば、ＬＳＲデータ）とを送信することができる。ＬＳＲデータは、発信源か
ら最新のＲＴＣＰ　ＳＲパケットの一部として受信された、６４ビットのネットワーク時
間プロトコル（ＮＴＰ）タイムスタンプのうちの中間の３２ビットを含み得る。ＳＲがま
だ受信されていない場合、ＬＳＲタイムスタンプフィールドは０に設定され得る。送信機
機器は、上で述べられたデータを受信することができ、そのデータを使用してバッファリ
ング時間長を決定することができ、バッファリング時間長はダウンスイッチングの間に使
用され得る。
【００７７】
　[0087]別の例では、２つの別の連続するメッセージ（例えば、ＴＭＭＢＲ及びＲＴＣＰ
　ＲＲ）を送信するのではなく、レート制御ユニット６６は、ＴＭＭＢＲデータとＲＴＣ
Ｐ　ＲＲデータとを単一のＲＴＣＰメッセージへとグループ化することができ、単一のメ
ッセージを送信機機器に送信することができる。最低でも、レート制御ユニット６６はＬ
ＳＲデータを送信することができ、これは送信機機器がバッファリング時間長を推定する
ことを可能にする。この例では、２つの別のメッセージを送信する場合よりも、メッセー
ジサイズが減らされ得る。
【００７８】
　[0088]幾つかの例では、レート制御ユニット６６は、送信機機器に送信すべき最後の受
信されたＲＴＣＰ　ＳＲのＬＳＲを、同じＬＳＲを有するＲＴＣＰ　ＲＲを以前に送信し
ていたとしても、使用することができる。レート制御ユニット６６がＲＲをまだ送信して
いない場合、レート制御ユニット６６は、完全なＲＲをＴＭＭＢＲと組み合わせることが
できる。他の例では、メッセージサイズを減らすために、レート制御ユニット６６は、Ｌ
ＳＲデータをＴＭＭＢＲと一緒に送信することだけが可能であり、送信機機器は、ＲＴＴ
を決定するためにＴＭＭＢＲを受信して使用することができる。更に別の例では、レート
制御ユニット６６がすでにＲＲを送信していた場合、送信機機器は、最後の受信されたＲ
Ｒを受信した時間と新たなＲＲ（例えば、混雑が検出された後でレート制御ユニット６６
によって送信されたＲＲ）を受信した時間との間の時間差として、バッファリング時間長
をより正確に計算することができる。
【００７９】
　[0089]レート制御ユニット６６はまた、回復レート時間長を決定し、及び／又は、回復
レート時間長を決定するためにデータを生成して送信機機器に送信することができる。例
えば、上で説明された技法の代わりに、又はそれに加えて、レート制御ユニット６６（又
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は送信機機器）は、回復レート時間長をいつ終了すべきか決定するために、ＲＴＣＰ　Ｒ
Ｒ到着間ジッタ（inter-arrival jitter data）を監視することができる。一般に、到着
間ジッタデータは、タイムスタンプ単位で測定され、符号なしの整数として表される、Ｒ
ＴＰデータパケットの到着間の時間の統計的な分散の推定を与え得る。到着間ジッタＪは
、パケットのペアのための送信機と比較された、受信機におけるパケット間隔の差分Ｄの
標準偏差（平滑化された絶対値）として定義され得る。下の式（１）に示されるように、
これは、２つのパケットの「相対送信時間」の差分と等価であり、相対送信時間は、パケ
ットのＲＴＰタイムスタンプと、同じ単位で測定された到着の時間における受信機の時計
との間の差分である。ＳｉがパケットｉからのＲＴＰタイムスタンプであり、Ｒｉがパケ
ットｉに対するＲＴＰタイムスタンプ単位の到着の時間である場合、２つのパケットｉ及
びｊに対して、Ｄは次のように表され得る。
【００８０】
　　　D(i,j) = (Rj - Ri) - (Sj - Si) = (Rj - Sj) - (Ri - Si)　　　(1)
　[0090]本開示の態様によれば、到着間ジッタが０又は閾値未満になる場合、送信機機器
は、レート低減を終了することができる（例えば、送信機機器は、低減されたレートから
ほぼネットワークリンクレートへと送信レートを上げることができる）。閾値は、定数で
あってよく、又はネットワーク条件の変化に適応してよい。幾つかの例では、送信機機器
は、到着間ジッタが最小の時間の期間の間０又は閾値未満に維持されると、レート低減を
終了することができる。幾つかの事例では、レート制御ユニット６６がＲＴＣＰ　ＳＲと
ＲＲとを頻繁に信号伝達するほど、送信機機器は到着間ジッタをより正確に監視すること
ができる。
【００８１】
　[0091]更に別の例では、送信機機器（エンコーダシステム１２など）は遅延（例えば、
ＲＴＴ）を監視することができ、送信機は、遅延が十分に低減されるまで、送信レートを
低減されたレートに維持することができる。例えば、送信機機器は、バッファに記憶され
ているデータの量が閾値レベルを下回るまで、送信レートを低減されたレートに維持する
ことができる。
【００８２】
　[0092]本開示の他の技法によれば、再生決定ユニット６４は、受信されたビデオパケッ
トを検査し、受信されたデータが予定された再生に対して早く到着しているか、時間通り
に到着しているか、又は遅く到着しているかを決定することができる。予定された再生タ
イミングは、符号化されたデータを用いて示され得る。パケットが遅く到着している場合
（例えば、パケットが受信／検査されるより前に再生時間がある場合）、レート制御ユニ
ット６６は、送信ビットレートを下げるように送信機機器に要求することができる。幾つ
かの例では、レート制御ユニット６６は、選択されたレートを用いてＴＭＭＢＲメッセー
ジを送信することができる。
【００８３】
　[0093]幾つかの態様によれば、レート制御ユニット６６は、除去される必要のある超過
遅延の量を決定し、レート制御ユニット６６によって測定されるような到着したビデオの
データレートとこの超過遅延パラメータを乗算することによって、残りのデータ（例えば
、送信機機器においてバッファリングされたデータ）の量を推定することができる。言い
換えると、レート制御ユニット６６は、データが受信／検査される時間とデータを用いて
示される再生時間との間の差に基づいて、遅延を決定することができる。レート制御ユニ
ット６６は次いで、データが受信されているビットレートとこの遅延時間を乗算して、送
信機によってバッファリングされているデータの量を決定することができる。
【００８４】
　[0094]幾つかの例では、レート制御ユニット６６は、システムがチャネルの混雑を解消
することを可能にするために、ビデオデコーダ４２と送信機機器との間のトランスポート
経路の持続可能なレート（例えば、ネットワークリンクの使用可能な帯域幅）より低い初
期レートを（例えば、ＴＭＭＢＲメッセージにおいて）要求することができる。ある例で
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は、レート制御ユニット６６は、システムが（変数Ｔ＿ｄｅｃｏｎｇｅｓｔによって示さ
れる）固定された量の時間でチャネルの混雑を解消することを可能にするのに十分低い初
期レートを選択することができる。変数Ｒ＿ｓｕｓｔａｉｎがチャネルの持続可能なレー
トに等しい場合、変数ΔＤｅｌａｙは除去される必要のある遅延の量に等しく、そして、
レート制御ユニット６６は最初に、以下の式（２）に従ってビットレートＲでデータを符
号化するように送信機機器に要求することができる。
【００８５】
　　　R = R_sustain (1- ΔDelay/T_decongest)　　　(2)
要求されたビットレートを含むメッセージ（例えば、ＴＭＭＢＲメッセージ）を送信した
後で、レート制御ユニット６６は、混雑解消時間（Ｔ＿ｄｅｃｏｎｇｅｓｔ）が経過する
のを待つことができる。レート制御ユニット６６は次いで、ネットワークリンクによって
持続可能なレート（Ｒ＿ｓｕｓｔａｉｎ）で、別の要求されたビットレート（例えば、追
加のＴＭＭＢＲメッセージ）を送信することができ、こうして、混雑解消期間を終了する
。
【００８６】
　[0095]別の例では、レート制御ユニット６６、レートを上げるために別のメッセージ（
例えば、追加のＴＭＭＢＲメッセージ）を送信しなくてよい。この例では、レート制御ユ
ニット６６は、許容可能な遅延の量（例えば、所定の閾値より少ない遅延）を測定するの
を単に開始することができる。遅延の量が必要とされるよりも小さい（例えば、適切に予
定された再生のために必要とされるよりも早くパケットが到着している）とレート制御ユ
ニット６６が決定する場合、レート制御ユニット６６は、送信機機器の符号化レートを増
加する(increase)／上昇する(ramp up)するために、別のメッセージ（例えば、別のＴＭ
ＭＢＲメッセージ）を送信することができる。
【００８７】
　[0096]アップスイッチングに関して、送信機機器と受信機機器との間のチャネル（エン
コーダシステム１２とデコーダシステム１４との間のチャネル１６（図１）など）が送信
機機器によって十分に利用されていないとき、ビデオデコーダ４２へのビデオパケットの
配信は、そのようなビデオパケットが実際に再生される（例えば、データを用いて示され
る再生時間の前に受信される）ことが必要になる前に発生する可能性が高い。そのような
事例では、送信機レートは増加されてよく、幾つかの追加の遅延が、ユーザ体験に悪影響
を与えることなくシステムにもたらされ得る。
【００８８】
　[0097]送信経路にもたらされ得る超過ビットは、チャネル帯域幅がレート制御ユニット
６６において測定される平均受信レートに等しい事例（例えば、利用可能な予備のチャネ
ル帯域幅がない最悪の場合）では、以下の式（３）に従って計算され得る。
【００８９】
　　　excess_bits = rate_increase_step * (RTT + receiver_detection_delay)　　　(
3)
ここで、ｅｘｃｅｓｓ＿ｂｉｔｓはシステムにもたらされる追加のビットを示し、ｒａｔ
ｅ＿ｉｎｃｒｅａｓｅ＿ｓｔｅｐは符号化レートの増加を示し、ＲＴＴはラウンドトリッ
プ時間を示し、ｒｅｃｅｉｖｅｒ＿ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ＿ｄｅｌａｙは受信機によってシ
ステムの遅延を検出することと関連付けられる遅延を示す（これは、本明細書で説明され
る技法のいずれかに従って決定され得る）。
【００９０】
　[0098]幾つかの例では、レート制御ユニット６６は、以下の式（４）に従って、もたら
された超過ビット（ｅｘｃｅｓｓ＿ｂｉｔｓ）が原因の対応する最悪の場合の超過遅延（
ｅｘｃｅｓｓ＿ｄｅｌａｙ）を決定することができる。
【００９１】
　　　excess_delay = rate_increase_step * (RTT + receiver_detection_delay) / avg
_receiving_rate
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4)
ここで、ｅｘｃｅｓｓ＿ｄｅｌａｙは送信機機器においてもたらされる遅延の量を示し、
ｒａｔｅ＿ｉｎｃｒｅａｓｅ＿ｓｔｅｐは符号化レートの増加を示し、ＲＴＴは送信機機
器とビデオデコーダ４２との間のラウンドトリップ時間を示し、ｒｅｃｅｉｖｅｒ＿ｄｅ
ｔｅｃｔｉｏｎ＿ｄｅｌａｙはレート制御ユニット６６によってシステムの遅延を検出す
ることと関連付けられる遅延を示し、ａｖｇ＿ｒｅｃｅｉｖｉｎｇ＿ｒａｔｅはデータが
ビデオデコーダ４２において受信されているレートを示す。
【００９２】
　[0099]従って、幾つかの例では、本開示の態様によれば、ビデオデコーダ４２のレート
制御ユニット６６は、特定のレート増加と関連付けられる超過ビットの数（例えば、ｅｘ
ｃｅｓｓ＿ｂｉｔｓ）と、超過ビットの混入と関連付けられる遅延（例えば、ｅｘｃｅｓ
ｓ＿ｄｅｌａｙ）とを決定することができる。
【００９３】
　[0100]レート制御ユニット６６は、許容可能超過遅延パラメータに基づいて、レート増
加の量を計算することができる。例えば、レート制御ユニット６６は、下の式（５）に従
って、混雑及び／又は遅延をシステムにもたらすことなく送信レートがどれだけ送信機機
器によって上げられ得るかを決定することができる。
【００９４】
　　　rate_increase_step = allowable_excess_delay * avg_receiving_rate / (RTT + 
　　　receiver_detection_delay)　　　(5)
ここで、ｒａｔｅ＿ｉｎｃｒｅａｓｅ＿ｓｔｅｐは送信レートが増加され得る量（送信機
ビットレートの増加と呼ばれ得る）を示し、ａｌｌｏｗａｂｌｅ＿ｅｘｃｅｓｓ＿ｄｅｌ
ａｙは許容可能超過遅延パラメータ（以下でより詳細に説明されるような）を示し、ａｖ
ｇ＿ｒｅｃｅｉｖｉｎｇ＿ｒａｔｅはレート増加を決定する前にデータが受信されていた
平均レートを示し、ＲＴＴはビデオデコーダ４２と送信機機器（ビデオエンコーダ２０な
ど）との間のラウンドトリップ時間を示し、ｒｅｃｅｉｖｅｒ＿ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ＿ｄ
ｅｌａｙはビデオデコーダ４２において遅延を特定するために必要とされる時間の量を示
す。幾つかの事例では、受信機検出遅延パラメータは、処理系依存（implementation dep
endent）であり得て、オフラインの試験において推定又は測定され得る。そのような受信
機検出遅延が利用可能ではない場合、レート制御ユニット６６は、推定される反応遅延を
使用するように構成されてよく、これは、レート制御ユニット６６が遅延を特定するため
に必要とされる時間の比較的保守的な推定であり得る。
【００９５】
　[0101]送信機機器からビデオデコーダ４２を含む受信機機器への片道の遅延は一般に受
信機機器には知られていないので、受信機機器は通常、許容可能超過遅延パラメータ（ａ
ｌｌｏｗａｂｌｅ＿ｅｘｃｅｓｓ＿ｄｅｌａｙ）を計算するためにこれを使用することが
できない。代わりに、本開示の態様によれば、レート制御ユニット６６は、受信されたビ
デオパケットから許容可能な超過遅延の量を決定することができる。例えば、レート制御
ユニット６６は、ビデオパケットがビデオデコーダ４２において受信及び／又は処理され
る時間を決定することができる。レート制御ユニット６６はまた、ビデオパケットと関連
付けられるビデオデータが再生される（例えば、ユーザに表示される）ように設計される
時間を決定することができる。レート制御ユニット６６は、パケットが受信及び／又は評
価される時間と再生時間）との間の差に基づいて、許容可能超過遅延パラメータを決定す
ることができる。
【００９６】
　[0102]許容可能超過遅延パラメータは一般に、ユーザ体験に影響を与えることなくビッ
トレートを増加するための基礎として、送信機機器によって利用され得る時間の量を示し
得る。例えば、許容可能超過遅延パラメータは、ユーザ体験に影響を与えることなく、例
えば、適切な時間に復号され、再生されるにはビデオデコーダ４２におけるデータの到着
が遅くなりすぎるような、チャネル１６によってサポート可能ではないレートに送信レー
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トを増加することなく、送信レートを増加するために使用され得る時間の量を示し得る。
許容可能な超過遅延の尺度は、ユーザ体験の観点からはより正確であることがあり、それ
は、許容可能超過遅延パラメータは、受信されたパケット中のビデオ情報が劣化（例えば
、ジッタ、スタッタリング、又はフレーム損失など）を伴わずに実際にユーザに表示され
得るかどうかを直接示すからである。
【００９７】
　[0103]本開示の態様によれば、上の分析に基づいて、レート制御ユニット６６は、アッ
プスイッチングを実行するために、受信機機器及び送信機機器において以下の要件を課し
得る。
・受信機は、パケットの到着を検査し、これを通常の予定された再生時間と比較して、送
信経路にもたらされ得る許容可能な遅延の量：ａｌｌｏｗａｂｌｅ＿ｅｘｃｅｓｓ＿ｄｅ
ｌａｙがあるかどうかを決定するものとする。
・受信機は、平均受信レート：ａｖｇ＿ｒｅｃｅｉｖｉｎｇ＿ｒａｔｅを計算するために
、パケットの到着を検査するものとする。
・受信機は、ラウンドトリップ時間：ＲＴＴを計算するものとする。
・受信機は、以下のようにｒａｔｅ＿ｉｎｃｒｅａｓｅ＿ｓｔｅｐを計算するものとする
。
【００９８】
　　　rate_increase_step = allowable_excess_delay * avg_receiving_rate / (RTT + 
receiver_detection_delay) 
・Ａｕｄｉｏ　Ｖｉｓｕａｌ　Ｐｒｏｖｉｄｅ　ｗｉｔｈ　Ｆｅｅｄｂａｃｋ（ＡＶＰＦ
）ＲＴＣＰ送信規則によって許容されるとき、受信機は、
ｒａｔｅ＿ｉｎｃｒｅａｓｅ＿ｓｔｅｐ＞５％×ａｖｇ＿ｒｅｃｅｉｖｉｎｇ＿ｒａｔｅ
であることを検出するとき、一時最大メディアストリームビットレート要求（ＴＭＭＢＲ
）を送信すべきであり、
ｒａｔｅ＿ｉｎｃｒｅａｓｅ＿ｓｔｅｐ＞１５％×ａｖｇ＿ｒｅｃｅｉｖｉｎｇ＿ｒａｔ
ｅであることを検出するとき、ＴＭＭＢＲを送信するものとする。
・ＴＭＭＢＲメッセージを送信するとき、ＴＭＭＢＲ中のｒｅｑｕｅｓｔｅｄ＿ｒａｔｅ
は、
　　　avg_receiving_rate　+ rate_increase_step 
に等しくなければならず、
　　　avg_receiving_rate　+ 0.80(rate_increase_step) <=　requested_rate <= 
　　　avg_receiving_rate　+ rate_increase_step
であるものとする。
【００９９】
　[0104]加えて、本開示の態様によれば、以下の要件が、アップスイッチングを実行する
ために送信機機器において課され得る。
・一時最大メディアストリームビットレート要求（ＴＭＭＢＲ）を受信すると、ビデオ送
信機は、送信レートを５００ｍｓ以内にｒｅｑｕｅｓｔｅｄ＿ｒａｔｅにランプアップす
べきであり、１秒以内にそれをランプアップするものとする。
【０１００】
　[0105]上で述べられた「要件」は例示を目的に与えられており、本開示の技法は上で述
べられた特定の値とは異なる値を使用しても適用され得ることを理解されたい。加えて、
特定の技法が例示を目的に図３の特定のユニット（例えば、レート制御ユニット６６など
）に帰せられているが、ビデオデコーダ４２の１つ又は複数の他のユニットがそのような
技法を行うことを担い得ることを理解されたい。その上、ＶＴは双方向の通信フローであ
ることが多いので、同様の技法は、順方向ネットワーク経路と逆方向ネットワーク経路の
両方で、例えば、送信機機器（図２のビデオエンコーダ２０を組み込む機器など）として
本明細書で指定される機器と、受信機機器（図３のビデオデコーダ４２を組み込む機器な
ど）として本明細書で指定される機器の両方によって、適用され得る。
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【０１０１】
　[0106]図４Ａ及び図４Ｂは、本開示によるビデオ発信源レート適合技法を示すグラフで
ある。例えば、図４Ａは全般に、ネットワークリンクレートの低下を含む時間の間の、送
信機機器（例えば、エンコーダシステム１２など）における符号化されたデータのビット
レートを示す。図４Ｂは全般に、ネットワークリンクレートの低下と関連付けられる、結
果として生じる遅延を示す。図４Ａ及び図４Ｂの技法はエンコーダシステム１２に関して
説明されるが、本技法は様々な他のコンポーネントを有する様々な他の送信機機器によっ
て行われ得ることを理解されたい。
【０１０２】
　[0107]図４Ａの例では、時刻ｔ0において、リンクレート（ネットワークリンクレート
又は帯域幅とも呼ばれる）は、線８０によって示されるようにＲ0からＲ1へと低下し、こ
こで送信レート＝リンクレートである）。ネットワークリンクレートの低下に応答して、
エンコーダシステム１２は送信レートを下げることができる。しかしながら、図４Ａの例
に示されるように、破線８２によって示されるような、送信レートを下げることと関連付
けられるｔ0からｔ1への応答遅延（ΔＴ）がある。応答遅延はバッファリング時間長とし
ても本明細書では説明されることがあり、その時間の間、送信レートはネットワークリン
クレートをオーバーシュートし、エンコーダシステム１２はネットワークリンクによって
対処され得ないデータをバッファリングすることを担う。
【０１０３】
　[0108]図４Ｂの例において線８４によって示されるように、遅延（例えば、符号化され
たデータが送信可能になることと、符号化されたデータが実際に送信される時間との間の
時間）は、応答遅延（ΔＴ）の間にＤ0からＤ1へと相対的に速く増大する。即ち、遅延は
、ネットワークリンクレートの低下の時間ｔ0と、ネットワークリンクレートの低下の特
定の時間ｔ1との間に、Ｄ0からＤ1へと相対的に速く増大する。この遅延は、エンコーダ
システム１２においてバッファリングされるデータの量に比例し得る。
【０１０４】
　[0109]時間ｔ1において、図４Ａ及び図４Ｂの例は、送信レート技法を分岐させること
を示す。例えば、実線８０は、エンコーダシステム１２が送信レートをネットワークリン
クレートに維持する第１の例を示す。例えば、ネットワークリンクレートの低下を特定す
ると、エンコーダシステム１２は、送信レートを元のレートＲ0から新たな低減されたネ
ットワークリンクレートＲ1に下げる。この例では、対応する遅延は、実線８８によって
示されるように比較的大きいままである。即ち、送信レートがネットワークリンクレート
Ｒ1に設定されるので、バッファリングされたデータの量を減らすために用いる超過の帯
域幅はない。
【０１０５】
　[0110]破線８２及び８６は、エンコーダシステム１２が、元のレートＲ0から、ネット
ワークリンクレートＲ1より低い低減されたレートＲUに送信を減らす、第２の例を示す。
これは、ネットワークリンクレートを「アンダーシュートすること」として呼ばれ得る。
この例では、エンコーダシステム１２は、決定された回復レート時間長（ΔＴu）の間、
低減されたレートＲuを維持することができる。この時間の間、破線９０によって示され
るように、エンコーダシステム１２は、時間ｔ2においてＤ1からＤ2に遅延を減らす。
【０１０６】
　[0111]本明細書で説明されるように、エンコーダシステム１２は、低減されたレート（
ＲＵ）と、バッファリング時間長（ΔＴ）と、回復レート時間長（ΔＴu）とを、様々な
技法を使用して決定することができる。一例では、エンコーダシステム１２は、式（１－
ｆU）×Ｒ1に基づいて低減されたレートＲUを決定することができ、ここで、ｆUはアンダ
ーシュート係数であり、Ｒ1は低減されたリンクレートであり、ｆUはレートアンダーシュ
ート係数（１－ｆU）を決定し、０＜ｆU＜１であり、レートアンダーシュート係数は送信
レートをリンクレートＲ1に関連付ける。幾つかの例では、ｆUは、ネットワークリンクレ
ートの低下の大きさに依存することがあり、これは、式ΔＲ＝（Ｒ0－Ｒ1）によって表さ
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れ得る。この例では、図４Ａに示されるように、Ｒ0は下げられる前の第１のネットワー
クリンクレートである。ネットワークリンクレートの低下の大きさΔＲが大きい場合、ｆ

Uは比例して大きくなり得る。他の例では、ΔＲが小さい場合、以下の式（６）において
示されるように、ｆUは比例して小さくなり得る。
【０１０７】
　　　fU = ΔR / R0　　　(6)
　[0112]エンコーダシステム１２がバッファリング時間長（ΔＴ）の間にビットのすべて
をバッファリングし、遅延に寄与している場合、エンコーダシステム１２は、以下の式（
７）に基づいて回復レート時間長（ΔＴu）を決定することができる。
【０１０８】
　　　ΔTu = ΔT (R0-R1) / (fU R1)　　　(7)
ここで、ΔＴuは回復レート時間長であり、ΔＴはバッファリング時間長を備え、Ｒ0は第
１のネットワークリンクレートを備え、Ｒ1は第２の低減されたネットワークリンクレー
トを備え、ｆUはレート低減係数を備える。
【０１０９】
　[0113]幾つかの例では、エンコーダシステム１２は最小限のビットレート要件を適用す
ることができる。最小限のビットレート要件は、ビデオエンコーダ２０の能力、ユーザ体
験のための最小限のシステム要件などに基づき得る。エンコーダシステム１２が最小限の
ビットレート要件を適用する例では、ビデオエンコーダ２０は、最小限のビットレート要
件をＲUに、従って、アンダーシュート係数ｆUにも適用することができる。例えば、エン
コーダシステム１２は、低減されたレートＲUとアンダーシュート係数ｆUとを決定するた
めに、以下の式（８）と（９）とを適用することができる。
【０１１０】
　　　RU >= Rmin　　　(8)
　　　fU <= 1-(Rmin/R1)　with R1 > Rmin　　　(9)
ここで、ＲUは低減されたビットレートであり、Ｒminは最小の符号化レートであり、Ｒ1

は第２の低減されたネットワークリンクレートであり、ｆUはアンダーシュート係数であ
る。
【０１１１】
　[0114]回復レート時間長（ΔＴu）の間、新たなレート値Ｒ2を搬送するＴＭＭＢＲメッ
セージがエンコーダシステム１２によって受信され、Ｒ2はＲ1よりはるかに大きく（例え
ば、Ｒ2はＲ1に１．２を乗じたもの以上である）、エンコーダシステム１２は回復レート
時間長を短くすることができる。逆に、Ｒ2がＲ1より低い場合、エンコーダシステム１２
は追加の又は延長された回復レート時間長を決定することができる。
【０１１２】
　[0115]一般に、図２及び図３に関して上で述べられたように、エンコーダシステム１２
は、ＲＴＴ、ダウンリンク遅延（例えば、受信機から送信機への）、レート制御反応遅延
についての知識、混雑制御の反応遅延（例えば、リンクレートの推定）、メッセージ生成
遅延（例えば、ＲＴＣＰパケットを生成することと関連付けられる遅延）などのネットワ
ーク情報から、バッファリング時間長（ΔＴ）を推定することができる。このネットワー
ク情報は、送信機側において利用可能であることがあり、又は、ビデオデコーダ４２（図
３）を組み込む機器などの受信機機器によって、エンコーダシステム１２に信号伝達され
得る。
【０１１３】
　[0116]図４Ａ及び図４Ｂの例は、例示を目的として、ステップ的な変化（例えば、Ｒ0

とＲUの間での単一のレート変化を示すが、本技法は、アンダーシュートの形状がよりな
だらかとなるように繰り返し適用され得ることを理解されたい。
【０１１４】
　[0117]図５は、本開示の技法による、バッファリング時間長を決定することを示す概念
図である。図５の例では、送信機機器（例えば、エンコーダシステム１２など）は、時間



(25) JP 6602842 B2 2019.11.6

10

20

30

40

50

１２０において、ＲＴＣＰ送信機報告（ＳＲ）を受信機機器（例えば、デコーダシステム
１４など）に送信することができる。例えば、上で述べられたようなＲＦＣ３５５０にお
いて説明されたように、幾つかのＲＴＣＰパケットは、様々な制御情報を搬送するために
使用され得る。送信機報告（ＳＲ）が、動作している送信機である参加者からの送信と受
信の統計のために使用され得る。同様に、受信機報告（ＲＲ）は、動作している送信機で
はない参加者からの受信統計のために、及び、３２個以上の発信源についての動作してい
る送信機の報告のためのＳＲと組み合わせて、使用され得る。受信機機器は、時間１２２
において、ＲＴＣＰ　ＳＲを受信することができる。
【０１１５】
　[0118]受信機機器は、時間１２４において、順方向チャネルの推定される最大ビットレ
ートで、ＲＴＣＰ　ＴＭＭＢＲメッセージを送信機機器に送信することができる。幾つか
の例では、メッセージを生成することと関連付けられる遅延があり得るが、受信機機器は
、混雑を検出した直後にＴＭＭＢＲメッセージを送信することができる。ＴＭＭＢＲメッ
セージが例示を目的に説明されるが、遅延／混雑を示し得る様々な他のメッセージが使用
され得る。
【０１１６】
　[0119]バッファリング時間長（ΔＴ）を推定することよって送信機機器を支援するため
に、受信機機器はまた、時間１２４において、ＲＴＣＰ　ＲＲメッセージを送信すること
ができる。本開示の態様によれば、受信機機器は、ＴＭＭＢＲメッセージの直後にＲＲメ
ッセージを送信することができる。このようにして、送信機機器は、時間１２６において
、ＴＭＭＢＲメッセージとＲＲメッセージとを受信することができ、ＲＲに含まれる最後
のＳＲタイムスタンプ（ＬＳＲデータ）によってＲＲにおいて参照されるＳＲを送信する
ことと、ＲＲが受信される時間との間の時間差として、バッファリング時間長（ΔＴ）１
２８の上限を計算することができる。言い換えると、受信機機器は、ビットレート制限の
ための要求を示す第１のデータ（例えば、ＴＭＭＢＲメッセージ）と、メッセージが生成
された時間を示す第２のデータ（例えば、ＬＳＲデータ）とを送信することができる。Ｌ
ＳＲデータは、発信源から最新のＲＴＣＰ　ＳＲパケットの一部として受信された、６４
ビットのネットワーク時間プロトコル（ＮＴＰ）タイムスタンプのうちの中間の３２ビッ
トを含み得る。ＳＲがまだ受信されていない場合、ＬＳＲタイムスタンプフィールドは０
に設定され得る。
【０１１７】
　[0120]別の例では、上で述べられたデータを伴う２つの別々の連続するメッセージ（例
えば、ＴＭＭＢＲ及びＲＴＣＰ　ＲＲ）を送信するのではなく、ＴＭＭＢＲデータ及びＲ
ＴＣＰ　ＲＲデータは、単一のＲＴＣＰメッセージへとグループ化され得る。最低でも、
受信機機器はＬＳＲデータを送信することができ、これは送信機機器がバッファリング時
間長（ΔＴ）１２８を推定することを可能にする。この例では、メッセージサイズが低減
され得る。
【０１１８】
　[0121]受信機機器は、同じＬＳＲを有するＲＴＣＰ　ＲＲメッセージを以前に送信して
いたとしても、最後の受信されたＲＴＣＰ　ＳＲメッセージのＬＳＲを使用することがで
きる。受信機機器がＲＲをまだ送信していなかった場合、受信機機器は、完全なＲＲメッ
セージをＴＭＭＢＲメッセージと組み合わせることができる。他の例では、メッセージサ
イズを減らすために、受信機機器は、ＴＭＭＢＲメッセージと一緒にＬＳＲデータを送信
するだけであってよく、これはＲＴＴを計算するために使用され得る。
【０１１９】
　[0122]別の例では、受信機機器がすでにＲＲを送信していた場合、送信機機器は、最後
の受信されたＲＲメッセージを受信することと、（例えば、混雑が検出された後に受信機
によって送信された）新たなＲＲメッセージとの間の時間差として、バッファリング時間
長（ΔＴ）１２８をより正確に計算することができる。
【０１２０】
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　[0123]更に別の例では、送信機機器は遅延（例えば、ＲＴＴ）を監視することができ、
送信機機器は、遅延が十分に低減されるまで、送信レートを低減されたレートＲuに保つ
ことができる。例えば、送信機機器は、送信機機器のバッファに記憶されているデータの
量が閾値レベルを下回るまで、送信レートを低減されたレートＲuに維持することができ
る。
【０１２１】
　[0124]図６Ａ及び図６Ｂは、ネットワークリンクレートの低下及び対応する遅延時間を
それぞれ示すグラフである。図６Ａのグラフは図４Ａの線８０と関連付けられ得るが、図
６Ｂのグラフは図４Ｂの線８８と関連付けられ得る。例えば、図６Ａは破線によって示さ
れるネットワーク帯域幅１４０（ネットワークリンクレートとも呼ばれる）と、実線によ
って示される送信レート１４２（符号化ビットレートとも呼ばれる）（例えば、キロバイ
ト毎秒（ＫＢＰＳ）単位で測定される）とを示す。図６Ａに示されるように、送信機機器
（例えば、エンコーダシステム１２など）は、帯域幅１４０と同じ、又は同様のレートの
送信レート１４２でデータを符号化することができる。従って、帯域幅１４０が時間１４
４において下げられるとき、送信機機器は、送信レート１４２を帯域幅１４０とほぼ同じ
値に下げることができる。
【０１２２】
　[0125]図６Ｂの対応する遅延グラフに示されるように、帯域幅１４０の低下の後で、エ
ンコーダシステム１２における遅延は、（例えば、ミリ秒（ＭＳ）単位で測定される）第
１のレベル１４６から第２のレベル１４８に上げられ得る。本明細書で説明されるように
、帯域幅が低下すると遅延は増え、それは、送信レート１４２を帯域幅１４０のレベルに
下げることと関連付けられる反応時間があるからである。エンコーダシステム１２は、帯
域幅１４０と一致するように送信レート１４２を減らす前の元の（より高い）レートで符
号化されるバッファデータをバッファリングすることができる。図６Ｂに示されるように
、遅延は、遅延を減らすための技法が適用されない場合、比較的長い時間長残り得る。
【０１２３】
　[0126]図７Ａ及び図７Ｂは、ネットワークリンクレートの低下及び対応する遅延時間を
それぞれ示すグラフである。図７Ａのグラフは図４Ａの線８２及び８６と関連付けられ得
るが、図７Ｂのグラフは図４Ｂの破線９０と関連付けられ得る。例えば、図７Ａは破線に
よって示されるネットワーク帯域幅１６０（ネットワークリンクレートとも呼ばれる）と
、実線によって示される送信レート１６２（符号化ビットレートとも呼ばれる）（例えば
、キロバイト毎秒（ＫＢＰＳ）単位で測定される）とを示す。図７Ａに示されるように、
送信機機器（例えば、エンコーダシステム１２など）は最初に、帯域幅１６０と同じ、又
は同様のレートの送信レート１６２でデータを符号化することができる。
【０１２４】
　[0127]本開示の態様によれば、帯域幅１６０が時間１６４において下げられるとき、送
信機機器は、帯域幅１６０より低い低減されたレートに送信レートを下げることができる
。即ち、送信機機器は、帯域幅１６０の低下と関連付けられる遅延を減らすために、帯域
幅１４０をアンダーシュートする送信レート１６２を決定することができる。本明細書で
説明されるように、送信機機器は、本開示の技法に従って、バッファリング時間長、低減
されたレート及び／又は回復レート時間長を決定することができる。
【０１２５】
　[0128]図７Ｂの対応する遅延グラフに示されるように、帯域幅１６０の低下の後で、エ
ンコーダシステム１２における遅延は、（例えば、ミリ秒（ＭＳ）単位で測定される）第
１のレベル１６６から第２のレベル１６８に上げられ得る。上で述べられたように、帯域
幅が低下すると遅延は増え、それは、帯域幅１６０の低下に応答して送信レート１６２を
下げることと関連付けられる反応時間があるからである。しかしながら、送信レート１６
２を（帯域幅１６０をアンダーシュートする）低減されたレートに下げることによって、
エンコーダシステム１２は、図６Ｂに示される例より高速に遅延を減らすことができる。
【０１２６】
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　[0129]図８は、データが送信されるレートをダウンスイッチングするための例示的なプ
ロセスを示す流れ図である。図８の例は、例示を目的にエンコーダシステム１２に関して
説明される。しかしながら、図８のプロセスは様々な他の機器及び／又はプロセッサによ
って行われ得ることを理解されたい。
【０１２７】
　[0130]エンコーダシステム１２は、第１のレートでネットワークを通じてデータを符号
化し送信することができる（１８０）。第１のレートでデータを送信する間に、エンコー
ダシステム１２は、第１のレートから第２のレートへのネットワークリンクレートの低下
を特定することがある（１８２）。例えば、エンコーダシステム１２は、ネットワーク条
件を監視し、及び／又は、ネットワークリンクレートの低下を示す１つ又は複数のメッセ
ージを受信することができる。
【０１２８】
　[0131]エンコーダシステム１２は、第２の（低減された）ネットワークリンクレートよ
り低い回復ビットレートを決定することができる（１８４）。例えば、エンコーダシステ
ム１２は、新たなネットワークリンクレートをアンダーシュートする、データを符号化す
るためのビットレートを決定することができる。本開示の態様によれば、エンコーダシス
テム１２は、第１のネットワークリンクレートと低減されたネットワークリンクレートと
の間の差に基づいて回復ビットレートを決定することができる。例えば、ネットワークリ
ンクレートの低下が比較的大きい場合、エンコーダシステム１２は、比較的積極的な（例
えば、低減されたレートをかなりのマージンでアンダーシュートする）回復ビットレート
を決定することができる。同様に、ネットワークリンクレートの低下が比較的小さい場合
、エンコーダシステム１２は、比較的保守的な（例えば、低減されたレートを比較的小さ
いマージンでアンダーシュートする）回復ビットレートを決定することができる。
【０１２９】
　[0132]エンコーダシステム１２はまた、反応遅延（例えば、ネットワークリンクレート
の低下に応答して送信レートを下げることと関連付けられる時間）に基づいて、バッファ
リング時間長を決定することができる（１８６）。エンコーダシステム１２は、様々な方
法でバッファリング時間長を決定することができる。例えば、エンコーダシステム１２は
、エンコーダシステム１２と受信機機器との間のラウンドトリップ時間（ＲＴＴ）、ダウ
ンリンク遅延、レート適合反応遅延、混雑制御の反応遅延、メッセージ生成遅延などのネ
ットワーク情報からバッファリング時間長を推定することによって、バッファリング時間
長を決定することができる。エンコーダシステム１２は、ネットワーク情報を独立に決定
することができ、又は、受信機機器からネットワーク情報を受信することができる。
【０１３０】
　[0133]エンコーダシステム１２は次いで、回復ビットレートを維持すべき回復レート時
間長を決定することができる（１８８）。幾つかの例では、エンコーダシステム１２は、
回復レートの大きさに基づいて、及びバッファリング時間長に基づいて、回復レート時間
長を決定することができる。幾つかの例では、エンコーダシステム１２は、（例えば、回
復レートによって示されるような）ネットワークリンクレートの低下の大きさと、（例え
ば、バッファリング時間長によって示されるような）ネットワークリンクレートの低下に
反応することと関連付けられる時間の量とに比例する、バッファリング時間長を決定する
ことができる。
【０１３１】
　[0134]エンコーダシステム１２は、回復レート時間長の間、回復ビットレートでデータ
を送信することができる（１９０）。幾つかの例では、ネットワークリンクレートが回復
レート時間長の間に上がる場合、エンコーダシステム１２は、回復レート時間長を早く終
了することができ、より高い送信レートへとアップスイッチングすることができる。例に
応じて、図８に関して説明された技法のいずれかの、幾つかの行為又はイベントは、異な
る順序で実行されてよく、追加されてよく、統合されてよく、又は完全に除外されてよい
（例えば、説明された行為又はイベントのすべてが技法の実践のために必要であるとは限
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らない）ことを理解されたい。
【０１３２】
　[0135]図９は、データが送信されるレートをアップスイッチングするための例示的なプ
ロセスを示す流れ図である。図９の例は、例示を目的にデコーダシステム１４に関して説
明される。しかしながら、図９のプロセスは様々な他の機器及び／又はプロセスによって
行われ得ることを理解されたい。
【０１３３】
　[0136]デコーダシステム１４は、データが受信される時間を決定することができる（２
００）。例えば、幾つかの事例では、デコーダシステム１４は、データがデコーダシステ
ム１４において受信され、記憶される時間を特定することができる。他の事例では、デコ
ーダシステム１４は、デコーダシステム１４によってデータが処理（例えば、復号）され
る時間を特定することができる。
【０１３４】
　[0137]デコーダシステム１４は、また、受信されたデータの再生時間を決定することが
できる（２０２）。例えば、受信されたデータは、データがユーザへの表示のために出力
されることが意図される時間の指示を含み得る。従って、再生時間の指示は、出力のため
にデータを編成する際にデコーダシステム１４を支援することができる。
【０１３５】
　[0138]デコーダシステム１４は、許容可能超過遅延パラメータを決定することができる
（２０４）。例えば、デコーダシステム１４は、データが受信される時間と受信されたデ
ータが再生されるように予定される時間との間の差に基づいて、許容可能超過遅延パラメ
ータを決定することができる。本明細書で説明されるように、遅延は、データがネットワ
ークリンクにわたる送信に利用可能であることと、データが送信機機器においてネットワ
ークに実際に送信される時間との間の時間を指し得る。従って、許容可能超過遅延パラメ
ータは、ユーザ体験が影響を受けないような、システムによって対応可能な遅延の量を示
し得る。即ち、許容可能超過遅延パラメータは一般に、ユーザ体験に影響を与えることな
くビットレートを上げるための基礎として、送信機機器によって利用され得る時間の量を
示し得る。
【０１３６】
　[0139]デコーダシステム１４は次いで、送信機ビットレートの増加を決定することがで
きる（２０６）。例えば、本開示の態様によれば、デコーダシステム１４は、許容可能超
過遅延パラメータに基づいて送信機ビットレートの増加を決定することができる。即ち、
デコーダシステム１４は、混雑をシステムにもたらすことなく送信レートがどれだけ送信
機機器によって上げられ得るかを決定することができる。
【０１３７】
　[0140]幾つかの例では、デコーダシステム１４は、送信レートに追加されるべきステッ
プ的なレートの増加を決定することができる。例えば、デコーダシステム１４は、許容可
能超過遅延パラメータと、送信レートの増加を決定する前の、データが受信された現在の
平均送信レート（例えば、現在の受信レート）とに基づいて、送信機ビットレートの増加
を決定することができる。この例では、デコーダシステム１４は、持続可能なリンクレー
トを超えて（例えば、パケットの予定された再生時間の後に、パケットがデコーダシステ
ム１４に到着するようなレートに）レートを上げることなく、現在の送信レートがどれだ
け上げられ得るかを決定することができる。
【０１３８】
　[0141]幾つかの例では、デコーダシステム１４はまた、デコーダシステム１４と送信機
機器（例えば、ラウンドトリップ時間）との間でメッセージを送信するために必要とされ
る時間の量及び／又はデコーダシステム１４において遅延を特定することと関連付けられ
る遅延を考慮することができる。例えば、デコーダシステム１４は、ラウンドトリップ時
間とデコーダシステム１４において遅延を検出するための時間との合計に対する、受信機
レートと乗じられた許容可能超過遅延パラメータの比に基づいて、送信機ビットレートの
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増加を決定することができる。
【０１３９】
　[0142]デコーダシステム１４は次いで、送信機レートの増加の指示を送信することがで
きる（２０８）。例えば、デコーダシステム１４は、送信機機器が送信レートに追加すべ
き、送信機機器に対するステップ的な送信機レートの増加を表すデータを送信することが
できる。別の例では、デコーダシステム１４は、送信機機器の送信レートの増加を包含す
る要求された送信レートを表すデータを送信することができる。
【０１４０】
　[0143]幾つかの例では、デコーダシステム１４は、送信機ビットレートの増加が閾値の
量を超えるときだけ、送信機ビットレートの増加の指示を送信し得る。例えば、デコーダ
システム１４は、送信機ビットレートの増加を所定の閾値と比較することができる。一例
では、デコーダシステム１４は、送信機ビットレートの増加が受信レートの約５パーセン
トを超えるときだけ、送信機ビットレートの増加の指示を送信し得る。別の例では、デコ
ーダシステム１４は、送信機ビットレートの増加が受信レートの約１５パーセントを超え
るときだけ、送信機ビットレートの増加の指示を送信し得る。他の閾値又は百分率も可能
である。
【０１４１】
　[0144]例に応じて、図９に関して説明された技法のいずれかの、幾つかの行為又はイベ
ントは、異なる順序で実行されてよく、追加されてよく、統合されてよく、又は完全に除
外されてよい（例えば、説明された行為又はイベントのすべてが技法の実践のために必要
であるとは限らない）ことを理解されたい。
【０１４２】
　[0145]本明細書で説明される幾つかの例が特定の観点（例えば、「送信機機器」又は「
受信機機器」によって実行されること）に関して説明されてきたが、本開示の技法はこの
ようには限定されないことを理解されたい。例えば、上で述べられたように、ＶＴは双方
向の通信フローであることが多い。従って、同様の技法は、順方向と逆方向の両方のネッ
トワーク経路上で、例えば「送信機機器」と「受信機機器」の両方によって適用され得る
。その上、幾つかの機器が例示を目的にある観点に関して示され説明されているが、本明
細書で説明される機器は示されたものよりも多数又は少数のコンポーネントを有し得るこ
とを理解されたい。例として、送信機機器は、ビデオエンコーダ２０（図２）とビデオデ
コーダ４２（図３）の両方を組み込むことができ、説明された技法の各々をそれらに対し
て実行することができる。
【０１４３】
　[0146]１つ又は複数の例では、説明される機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファ
ームウェア、又はそれらの任意の組合せで実行され得る。ソフトウェアで実行される場合
、機能は、１つ又は複数の命令又はコードとしてコンピュータ可読媒体上に記憶されるか
、若しくはコンピュータ可読媒体を介して送信され、ハードウェアベースの処理ユニット
によって実行され得る。コンピュータ可読媒体は、データ記憶媒体などの有形媒体に対応
する、コンピュータ可読記憶媒体を含み得るか、又は、例えば、通信プロトコルに従って
、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を可能にする任意の媒体を含
む通信媒体を含み得る。このようにして、コンピュータ可読媒体は、全般に、（１）非一
時的である有形コンピュータ可読記憶媒体、又は（２）信号若しくは搬送波などの通信媒
体に対応し得る。データ記憶媒体は、本開示で説明された技法の実装のための命令、コー
ド及び／又はデータ構造を取り出すために、１つ又は複数のコンピュータ若しくは１つ又
は複数のプロセッサによってアクセスされ得る、任意の利用可能な媒体であり得る。コン
ピュータプログラム製品は、コンピュータ可読媒体を含み得る。
【０１４４】
　[0147]限定ではなく例として、そのようなコンピュータ可読記憶媒体は、ＲＡＭ、ＲＯ
Ｍ、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）、ＣＤ－ＲＯＭもしくは他の光ディスク記憶装置、磁気デ
ィスク記憶装置もしくは他の磁気記憶機器、フラッシュメモリ、又は、命令又はデータ構
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造の形式で所望のプログラムコードを記憶するために使用されコンピュータによってアク
セスされ得る任意の他の媒体を備え得る。また、いかなる接続もコンピュータ可読媒体と
適切に呼ばれる。例えば、命令が、ウェブサイト、サーバ又は他のリモート発信源から、
同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線（ＤＳＬ）又
は赤外線、無線及びマイクロ波などのワイヤレス技術を使用して送信される場合、同軸ケ
ーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、ＤＳＬ又は赤外線、無線及びマイクロ波
などのワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。しかしながら、コンピュータ可読記憶
媒体及びデータ記憶媒体は、接続、搬送波、信号又は他の一時的媒体を含まないが、代わ
りに非一時的有形記憶媒体を対象とすることを理解されたい。本明細書で使用されるディ
スク（disk）及びディスク（disc）は、コンパクトディスク（disc）（ＣＤ）、レーザー
ディスク（登録商標）（disc）、光ディスク（disc）、デジタル多用途ディスク（disc）
（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディスク（disk）及びＢｌｕ－ｒａｙ（登録商標）
ディスク（disc）を含み、ここで、ディスク（disk）は、通常、データを磁気的に再生し
、ディスク（disc）は、データをレーザーで光学的に再生する。上記の組合せもコンピュ
ータ可読媒体の範囲に含まれるべきである。
【０１４５】
　[0148]命令は、１つ又は複数のデジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、汎用マイクロプロ
セッサ、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブル論理アレイ（Ｆ
ＰＧＡ）又は他の等価な集積回路もしくはディスクリート論理回路のような、１つ又は複
数のプロセッサによって実行され得る。従って、本明細書で使用される「プロセッサ」と
いう用語は、前述の構造又は本明細書で説明された技法の実装に好適な任意の他の構造の
いずれかを指し得る。加えて、幾つかの態様では、本明細書で説明された機能は、符号化
及び復号のために構成された専用ハードウェア及び／又はソフトウェアのユニット若しく
はモジュール内で与えられるか、又は複合コーデックに組み込まれ得る。また、本技法は
、１つ又は複数の回路又は論理要素中で完全に実行され得る。
【０１４６】
　[0149]本開示の技法は、ワイヤレスハンドセット、集積回路（ＩＣ）又はＩＣのセット
（例えば、チップセット）を含む、多種多様な機器又は装置において実装され得る。本開
示では、開示される技法を実行するように構成された機器の機能的態様を強調するために
、様々なコンポーネント、モジュール又はユニットが説明されたが、それらのコンポーネ
ント、モジュール、又はユニットは、必ずしも異なるハードウェアユニットによる実現を
必要とするとは限らない。むしろ、上で説明されたように、様々なユニットが、適切なソ
フトウェア及び／又はファームウェアとともに、上で説明された１つ又は複数のプロセッ
サを含めて、コーデックハードウェアユニットにおいて組み合わされるか、又は相互動作
可能なハードウェアユニットの集合によって与えられ得る。
【０１４７】
　[0150]様々な例が、説明された。これら及び他の例は以下の特許請求の範囲内にある。
　以下に本件出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　［１］　データを処理する方法であって、
　受信機機器によって、受信されたデータが前記受信機機器によって受信される時間と、
前記受信されたデータが再生されるようにスケジューリングされる時間との差に基づいて
、許容可能超過遅延パラメータを決定することと、ここにおいて、前記許容可能超過遅延
パラメータは送信機機器と前記受信機機器との間のチャネルによって対応可能な遅延の量
を示す、
　前記受信機機器によって、決定された前記許容可能超過遅延パラメータに基づいて、前
記送信機機器から前記受信機機器にデータが送信される際に用いるべきビットレートを増
加するための送信機ビットレートの増加を決定することと、
　前記送信機ビットレートの増加の指示を前記送信機機器に送信することとを備える、方
法。
　［２］　前記送信機ビットレートの増加を決定することが、前記許容可能超過遅延パラ
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メータが０より大きくなるように、前記受信されたデータが送信されるようにスケジュー
リングされる前記時間よりデータが受信される前記時間が早いときだけ、前記送信機ビッ
トレートの増加を決定することを備える、［１］に記載の方法。
　［３］　前記送信機レートビットの増加を決定する前の、データが前記受信機機器によ
って受信されていた受信レートを決定することと、
　前記受信機機器と前記送信機機器との間のデータの送信のラウンドトリップ時間を決定
することとを更に備え、
　前記送信機ビットレートの増加を決定することが、前記許容可能超過遅延パラメータ、
前記受信レート、及び前記ラウンドトリップ時間に基づいて、前記送信機ビットレートの
増加を決定することを備える、［１］に記載の方法。
　［４］　前記許容可能超過遅延パラメータ、前記受信レート、及び前記ラウンドトリッ
プ時間に基づいて前記送信機ビットレートの増加を決定することが、前記ラウンドトリッ
プ時間に対する、前記受信レートと乗じられた前記許容可能超過遅延パラメータの比に基
づいて、送信レートのステップの増加を決定することを備える、［３］に記載の方法。
　［５］　前記送信機ビットレートの増加を決定することが、前記ラウンドトリップ時間
と前記受信機機器における遅延を検出するための前記時間との合計に対する、前記受信レ
ートと乗じられた前記許容可能超過遅延パラメータの比に基づいて、前記送信機ビットレ
ートの増加を決定することを備えるように、前記受信機機器において遅延を検出するため
の時間に基づいて、前記送信機ビットレートの増加を決定することを更に備える、［３］
に記載の方法。
　［６］　前記送信機ビットレートの増加の前記指示を送信することが、前記送信機ビッ
トレートに追加されるべきレートのステップの増加を送信することを備える、［１］に記
載の方法。
　［７］　前記送信機ビットレートの増加の前記指示を送信することが、要求された送信
レートを前記送信機機器に送信することを備え、前記要求された送信レートが、前記送信
機ビットレートの増加と、前記送信機ビットレートの増加を決定する前の、前記受信機機
器によってデータが受信されていた受信レートとの組合せを備える、［１］に記載の方法
。
　［８］　前記要求された送信レートを送信することが、前記送信機ビットレートの増加
が所定の閾値を超えるときだけ、前記要求された送信レートを送信することを備える、［
７］に記載の方法。
　［９］　前記所定の閾値が、前記送信機ビットレートの増加を決定する前の、前記受信
機機器によってデータが受信されていた前記受信レートの約５パーセントより大きい、［
８］に記載の方法。
　［１０］　前記所定の閾値が、前記送信機ビットレートの増加を決定する前の、前記受
信機機器によってデータが受信されていた前記受信レートの約１５パーセントより大きい
、［８］に記載の方法。
　［１１］　前記要求された送信レートを送信することが、前記要求された送信レートの
指示を含む一時最大メディアストリームビットレート要求（ＴＭＭＢＲ）メッセージを生
成することを備える、［７］に記載の方法。
　［１２］　データを処理するための受信機機器であって、
　データを記憶するように構成されるメモリと、
　１つ以上のプロセッサとを備え、前記１つ以上のプロセッサが、
　　前記データが前記受信機機器によって受信される時間と、前記データが再生されるよ
うにスケジューリングされる時間との差に基づいて、許容可能超過遅延パラメータを決定
し、ここにおいて、前記許容可能超過遅延パラメータは送信機機器と前記受信機機器との
間のチャネルによって対応可能な遅延の量を示す、
　　決定された前記許容可能超過遅延パラメータに基づいて、前記送信機機器から前記受
信機機器にデータが送信される際に用いるべきビットレートを増加するための送信機ビッ
トレートの増加を決定し、
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　　前記送信機ビットレートの増加の指示を前記送信機機器に送信する
　ように構成される、受信機機器。
　［１３］　前記送信機ビットレートの増加を決定するために、前記１つ以上のプロセッ
サが、前記許容可能超過遅延パラメータが０より大きくなるように、前記受信されたデー
タが送信されるようにスケジューリングされる前記時間よりデータが受信される前記時間
が早いときだけ、前記送信機ビットレートの増加を決定するように構成される、［１２］
に記載の機器。
　［１４］　前記１つ以上のプロセッサが更に、
　前記送信機レートビットの増加を決定する前の、データが前記受信機機器によって受信
されていた受信レートを決定し、
　前記受信機機器と前記送信機機器との間のデータの送信のラウンドトリップ時間を決定
するように構成され、
　前記送信機ビットレートの増加を決定するために、前記１つ以上のプロセッサが、前記
許容可能超過遅延パラメータ、前記受信レート及び前記ラウンドトリップ時間に基づいて
、前記送信機ビットレートの増加を決定するように構成される、［１２］に記載の機器。
　［１５］　前記許容可能超過遅延パラメータ、前記受信レート及び前記ラウンドトリッ
プ時間に基づいて前記送信機ビットレートの増加を決定するために、前記１つ以上のプロ
セッサが、前記ラウンドトリップ時間に対する、前記受信レートと乗じられた前記許容可
能超過遅延パラメータの比に基づいて、送信レートのステップの増加を決定するように構
成される、［１４］に記載の機器。
　［１６］　前記送信機ビットレートの増加を決定することが、前記ラウンドトリップ時
間と前記受信機機器における遅延を検出するための前記時間との合計に対する、前記受信
レートと乗じられた前記許容可能超過遅延パラメータの比に基づいて、前記送信機ビット
レートの増加を決定することを備えるように、前記１つ以上のプロセッサが更に、前記受
信機機器において遅延を検出するための時間に基づいて、前記送信機ビットレートの増加
を決定するように構成される、［１４］に記載の機器。
　［１７］　前記送信機ビットレートの増加の前記指示を送信するために、前記１つ以上
のプロセッサが、前記送信機ビットレートに追加されるべきレートのステップの増加を送
信するように構成される、［１２］に記載の機器。
　［１８］　前記送信機ビットレートの増加の前記指示を送信するために、前記１つ以上
のプロセッサが、要求された送信レートを前記送信機機器に送信するように構成され、前
記要求された送信レートが、前記送信機ビットレートの増加と、前記送信機ビットレート
の増加を決定する前の、前記受信機機器によってデータが受信されていた受信レートとの
組合せを備える、［１２］に記載の機器。
　［１９］　前記要求された送信レートを送信するために、前記１つ以上のプロセッサが
、前記送信機ビットレートの増加が所定の閾値を超えるときだけ、前記要求された送信レ
ートを送信するように構成される、［１８］に記載の機器。
　［２０］　前記所定の閾値が、前記送信機ビットレートの増加を決定する前の、前記受
信機機器によってデータが受信されていた前記受信レートの約５パーセントより大きい、
［１９］に記載の機器。
　［２１］　前記所定の閾値が、前記送信機ビットレートの増加を決定する前の、前記受
信機機器によってデータが受信されていた前記受信レートの約１５パーセントより大きい
、［１９］に記載の機器。
　［２２］　前記要求された送信レートを送信するために、前記１つ以上のプロセッサが
、前記要求された送信レートの指示を含む一時最大メディアストリームビットレート要求
（ＴＭＭＢＲ）メッセージを生成するように構成される、［１８］に記載の機器。
　［２３］　集積回路、
　マイクロプロセッサ又は
　ワイヤレス通信機器の少なくとも１つを備える、［１２］に記載の機器。
　［２４］　データを処理するための装置であって、
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　受信されたデータが前記受信機機器によって受信される時間と、前記受信されたデータ
が再生されるようにスケジューリングされる時間との差に基づいて、許容可能超過遅延パ
ラメータを決定するための手段と、ここにおいて、前記許容可能超過遅延パラメータは送
信機機器と前記受信機機器との間のチャネルによって対応可能な遅延の量を示す、
　決定された前記許容可能超過遅延パラメータに基づいて、前記送信機機器から前記受信
機機器にデータが送信される際に用いるべきビットレートを増加するための送信機ビット
レートの増加を決定するための手段と、
　前記送信機ビットレートの増加の指示を前記送信機機器に送信するための手段とを備え
る、装置。
　［２５］　前記送信機レートビットの増加を決定する前の、データが前記受信機機器に
よって受信されていた受信レートを決定するための手段と、
　前記受信機機器と前記送信機機器との間のデータの送信のラウンドトリップ時間を決定
するための手段とを更に備え、
　前記送信機ビットレートの増加を決定するための前記手段が、前記許容可能超過遅延パ
ラメータ、前記受信レート及び前記ラウンドトリップ時間に基づいて、前記送信機ビット
レートの増加を決定するための手段を備える、［２４］に記載の装置。
　［２６］　実行されると、１つ以上のプロセッサに、
　前記受信されたデータが前記受信機機器によって受信される時間と、前記受信されたデ
ータが再生されるようにスケジューリングされる時間との差に基づいて、許容可能超過遅
延パラメータを決定させ、ここにおいて、前記許容可能超過遅延パラメータは送信機機器
と前記受信機機器との間のチャネルによって対応可能な遅延の量を示す、
　決定された前記許容可能超過遅延パラメータに基づいて、前記送信機機器から前記受信
機機器にデータが送信される際に用いるべきビットレートを増加するための送信機ビット
レートの増加を決定させ、
　前記送信機ビットレートの増加の指示を前記送信機機器に送信させる
　命令を記憶した、非一時的コンピュータ可読媒体。
　［２７］　前記命令が更に、前記１つ以上のプロセッサに、
　前記送信機レートビットの増加を決定する前の、データが前記受信機機器によって受信
されていた受信レートを決定させ、
　前記受信機機器と前記送信機機器との間のデータの送信のラウンドトリップ時間を決定
させ、
　前記送信機ビットレートの増加を決定するために、前記命令が、前記１つ以上のプロセ
ッサに、前記許容可能超過遅延パラメータ、前記受信レート及び前記ラウンドトリップ時
間に基づいて、前記送信機ビットレートの増加を決定させる、［２６］に記載の非一時的
コンピュータ可読媒体。
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